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て
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問
題
の
提
起
|
|

一
徳
川
期
に
お
け
る
土
地
に
対
す
る
支
配
関
係
(
以
上
第
二
一
巻
三
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二
明
治
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地
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一
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(
明
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年
)
以
降
の
土
地
立
法
の
変
遷
(
以
上
第
二
一
巻
四
号
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四
泊
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制
度
と
土
地
所
有
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と
の
関
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五
明
治
初
年
の
地
券
制
度
の
意
味
(
以
上
第
二
二
巻
一
号
〉

六
地
券
制
度
の
着
想
と
市
街
地
券

七
地
券
制
度
と
郡
村
地
券
(
壬
申
地
券
)
(
以
上
第
二
二
巻
二
号
〉

八
地
券
制
度
と
一
般
地
券
〈
改
正
地
券
〉

九
一
般
地
券
〈
改
正
地
券
)
と
土
地
関
係
の
整
理

十
地
券
制
度
に
対
す
る
農
民
の
対
応
関
係
(
以
上
第
二
二
巻
三
号
)

十
一
改
租
事
業
の
進
展
と
地
券
制
度
の
廃
止

十
二
明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格

む
す
び
(
以
上
本
号
・
完
〉

明
治
初
年
の
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所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
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十

改
租
事
業
の
進
展
と
地
券
制
度
の
廃
止

前
項
〔
十

地
券
制
度
に
対
す
る
農
民
の
対
応
関
係
〕
で
は
、
地
券
制
度
そ
の
も
の
が
、
現
実
の
農
業
生
産
関
係
と
結
び
つ
き
、
土
地
に
対

す
る
地
主
的
所
有
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
な
ヮ
た
こ
左
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
事
実
に
も
と
づ
い
て
、
土
地
所
有
権
は
地
主
的
土

地
所
有
の
法
認
と
い
う
結
果
を
導
く
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
地
主
的
土
地
所
有
の
法
認
に
対

し
て
、
農
民
は
闘
争
を
も
っ
て
応
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
地
券
制
度
に
対
す
る
農
民
の
対
応
関
係
が
、
明

治
政
府
の
企
図
通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
政
府
の
財
政
政
策
の
基

本
的
構
想
は
、
地
租
改
正
事
業
の
進
展
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
地
租
改
正
事
業
は
一
八
八
一
年
(
明
治
一
四
年
)

に
は
、
ほ
ぽ
基
本
的
に
完
了
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
八
八
二
年
(
明
治
一
五
年
)
二
月
に
大
蔵
卿
松
方
正
義
が
、
地

租
改
正
事
業
の
顛
末
を
と
り
ま
と
め
た
『
地
租
改
正
報
告
一
冊
』

『
府
県
地
租
改
正
紀
要
三
冊
』
を
、
太
政
官
に
提
出
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
松
方
正
義
は
こ
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
正
義
謹
言
地
租
改
正
ノ
業
タ
ル
明
治
八
年
地
租
改
正
事
務
局
ノ
設
置
ア
ル
ヤ
故
参
議
兼
内
務
卿
大
久
保
利
通
其
総
裁
ノ
任
-
一
層
タ
リ
尋
テ
前
参
議

大
蔵
郷
犬
隅
重
信
之
ニ
代
リ
正
義
亦
終
始
之
ヲ
担
当
整
理
セ
リ
而
シ
テ
其
事
業
略
々
一
整
頓
セ
ル
ヲ
以
テ
客
歳
六
月
三
十
日
地
租
改
正
事
務
局
ヲ
閉
鎖
セ

ラ
レ
残
務
ヲ
挙
テ
当
大
蔵
省
ノ
処
分
ス
ル
所
ト
ナ
サ
シ
ム
:
:
:
抑
々
民
心
旧
法
ノ
駁
雑
ヲ
厭
ヒ
新
制
ノ
簡
易
ヲ
望
ム
ノ
致
ス
所
ニ
ア
ラ
ス
ン
ハ
ア
ラ
サ

ル
ナ
リ
鳴
呼
数
百
年
来
壊
乱
ス
ル
所
ノ
田
制
租
法
今
悉
ク
更
張
シ
経
界
整
正
シ
賦
課
平
準
ナ
リ
以
テ
民
由
民
ヲ
審
ニ
ス
可
ク
以
テ
経
済
ヲ
講
λ

ヘ
シ
乃
チ

国
家
経
倫
ノ
基
本
於
是
乎
始
メ
テ
定
マ
ル
ト
謂
フ
可
キ
ナ
リ
:
:
:
』
(
明
治
財
政
史
編
纂
会
明
治
財
政
史
第
五
巻
一
九
O
四
年
一
一
月
四

O
二
、
(

四

O
一
一
一
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
に
ど
の
よ
う
な
地
租
増
収
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
は
、

つ
ぎ
の
表
で
解
る
だ
ろ
う
。
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こ
の
表
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
耕
地
・
塩
田
に
対
し
て
は
若
干
の
減
穏
を
結
果
し
た
が
、
山
林
・
原
野
・

雑
地
な
ど
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
貢
租
に
対
し
て
四
・
五
九
倍
の
増
収
を
え
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
そ
れ
よ
り
も

耕
地
・
山
林
・
原
野
な
ど
の
貢
程
池
を
明
確
に
把
握
で
き
た
こ
と
は
、
基
本
的
な
財
政
政
策
の
基
礎
を
固
め
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
義
は
犬
き
か
っ
た
。
明
治
政
府
は
こ
う
し
た
財
政
的
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

地
租
改
正
と
地
券
制
度
を
結
び
つ
け
て
把
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
地
租
改
正
事
業
の
完
了
は
、
同
時
に
地
券
制
度

の
完
成
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
市
街
地
券
l
l
v郡
村
地
券
(
壬
申
地
券
)
l
i
v
一
般
地
券
(
改
豆
地

券
)
と
図
式
化
さ
れ
る
地
券
制
度
の
系
譜
的
理
解
は
、
地
券
制
度
の
完
成
へ
の
進
行
過
程
を
し
め
す
こ
と
に
な

る
。
こ
の
限
り
で
は
、
市
街
地
券
、
郡
村
地
券
(
壬
中
地
券
)
は
、

一
般
地
券
(
改
正
地
券
)
発
行
の
た
め
の
準

備
的
措
置
と
し
て
、
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
地
券
制
度
は
、
な
お
不

備
の
も
の
で
あ
る
乙
と
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
地
租
改
正
の
準
備
手
段
と
し
て
、
地
価
の
確
定

と
土
地
所
有
者
の
確
定
を
実
現
し
え
た
と
い
う
点
で
、
そ
の
目
的
を
達
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
視
点
で
地
券
制
度
を
担
え
る
な
ら
ば
、
地
券
制
度
自
体
が
土
地
関
係
に
一
定
の
固
定
的
関
係
を
も
た

ら
し
た
こ
と
を
軽
視
し
て
し
空
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
農
業
へ
の
商
品
目
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
い
う
現
実

は
、
農
業
生
産
力
を
増
大
さ
せ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
市
場
の
拡
大
を
急
激
に
進
行
さ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
農
業
生

産
に
お
け
る
変
化
は
、
当
然
に
そ
れ
に
対
応
し
た
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
を
要
求
す
る
こ
と
に
な

る
。
地
券
制
度
は
こ
う
し
た
要
求
を
充
足
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
登
場
し
た
と
い
う
側
面
を
も
っ
℃
い
る
。
こ

れ
は
地
券
交
付
に
よ
っ
て
、
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
と
、
そ
の
土
地
所
有
権
の
帰
回
偶
者
を
確
定
し
た

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

九



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

九
四

こ
と
に
し
め
さ
れ
る
。
明
治
政
府
の
財
政
政
策
の
実
現
過
程
で
、
地
租
の
金
納
化
が
地
粗
改
正
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
た
と
と
の
結
果
、
こ

の
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
と
、
地
券
交
付
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
帰
属
者
の
確
定
が
、
地
主
に
対
す
る
利
益
を
保
障
す
る
と
い

う
法
的
機
能
を
達
成
さ
せ
る
乙
と
が
で
き
た
。
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
は
、
土
地
売
買
を
一
般
化
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
土

地
が
地
主
の
手
に
集
中
す
る
こ
と
を
増
大
し
た
。
だ
か
ら
『
興
業
意
見
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
:
:
:
昔
日
農
家
ノ
田
畑
ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
非
常
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
一
家
退
転
ノ
大
不
幸
ア
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
他
ニ
土
地
ヲ
譲
リ
渡
ス
コ
ト
ナ
シ
。

故
ニ
名
主
村
役
人
等
毛
土
地
諮
問
リ
波
ノ
事
ア
取
扱
フ
ハ
僅
々
ノ
事
ナ
リ
キ
。
然
ル
ニ
今
日
ハ
戸
長
役
場
ニ
口
口
ト
シ
テ
抵
当
売
買
ノ
公
証
ヲ
乞
7
者
ナ
キ

パ
ナ
シ
。
昔
日
ヨ
リ
農
家
ハ
概
シ
テ
回
畑
ヲ
多
分
ニ
有
ス
ル
豪
家
一
一
テ
モ
金
銭
ハ
更
ニ
有
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
近
来
金
貸
業
ノ
流
行
シ
テ
、
百
姓
モ
金

利
ト
一
一
品
ブ
コ
ト
ヲ
知
リ
:
:
:
、
急
ニ
伝
来
ノ
田
畑
ヲ
売
却
シ
テ
不
慣
ナ
ル
商
事
ヲ
始
メ
失
敗
ヲ
取
リ
、
又
ハ
相
場
-
一
掛
リ
テ
田
畑
ヲ
売
却
ス
ル
等
ノ
類

ア
H
O
i
-
-・
』
(
興
業
意
見
第
四
巻
「
由
民
ー
家
ニ
破
産
者
多
キ
ハ
土
地
売
買
ヲ
許
シ
タ
ル
ニ
因
ル
」
ハ
第
十
七

V
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
第
八

巻
九
六
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
地
券
交
付
に
よ
っ
て
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
農
業
に
お
け
る
地
主
H
小
作
人
の
関
係

を
、
基
本
的
形
態
と
す
る
農
村
の
社
会
構
造
が
固
定
化
さ
れ
、
寄
生
地
主
制
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

明
治
政
府
は
こ
の
寄
生
地
主
を
、
自
己
の
政
治
的
支
柱
と
し
て
利
用
し
た
。
だ
か
ら
現
実
に
土
地
に
対
し
て
耕
作
(
用
益
)
し
て
い
な

く
と
も
、
た
ん
に
形
式
的
な
土
地
所
有
の
証
拠
が
あ
れ
ぽ
地
券
の
交
付
を
な
し
、
そ
の
者
を
土
地
所
有
者
と
し
て
確
定
し
た
。
従
っ
て
、

地
券
は
土
地
所
有
者
の
確
定
の
た
め
の
法
的
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
、
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
を
保
証
す
る
と
い
う
機
能
を
果
し
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
己
う
し
た
視
点
か
ら
地
券
制
度
は
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
法
認
さ
れ
た
土
地
所
有
権
を
、
確
認
す
る
た
め
の

法
的
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
う
し
た
把
握
は
、

一
般
地
券
(
改
正
地
券
)
に
あ
っ
て
も
、
ま

た
こ
の
法
的
役
割
を
果
し
え
た
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
般
地
券
(
改
正
地
券
)
の
発
行
は
、
一
八
七
三
年



(
太
政
官
布
告
第
二
七
二
号
)
が
公
布
さ
れ
る
と
、
る
る
府
県
で
は
打
切
ら
れ
、

〈

2
V

る
府
県
で
は
続
行
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
と
に
一
八
八
九
年
(
明
治
一
一
一
一
年
)
一
二
月
一
一
三
日
の
『
地
券
ヲ
廃
止

(
明
治
六
年
)
七
月
一
一
八
日
に
『
地
租
改
正
条
例
』

ま
た
あ

シ
地
租
ハ
土
地
台
帳
一
一
登
録
セ
ラ
レ
タ
ル
地
価
一
一
依
リ
其
ノ
記
名
者
ヨ
リ
徴
収
ス
』

(
法
律
第
一
三
号
〉
に
よ
っ
℃
、
地
券
制
度
そ
の
も
の

が
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
法
的
事
実
は
、
地
券
に
よ
っ
て
土
地
所
有
権
が
、
直
接
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
実
証
し
て
い
る

と
い
い
う
る
。
だ
が
明
治
初
年
に
土
地
所
有
権
は
、
農
菜
へ
の
商
品
目
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
い
う
具
体
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
に
よ
っ

て
、
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
が
、
ど
の
よ
う
な
法
的
意
味
を
も
つ
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
地
券
制
度
が
、

一
つ
の
素
材
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ば
明
治
初
年
の
土
地
立
法
の
変
遷
か
ら
理

解
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
地
券
制
度
の
考
察
を
、
地
租
改
正
と
結
び
つ
け
て
取
級
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
ま
一
八
七
三
年
〈
明
治

六
年
〉
七
月
二
八
日
の
町
地
租
改
正
条
例
』

〈
太
政
官
布
告
第
二
七
二
号
)
以
降
の
土
地
立
法
を
略
記
す
る
と
、
次
ベ
l
A
ジ
以
下
の
表
の
よ

う
で
あ
る
。

一
般
地
券
〈
改
正
地
券
〉
の
交
付
は
、
地
租
改
正
自
体
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
租
改
正
事
業
も
、

一
八
七
五
年
(
明
治
八

年
〉
八
月
一
一
一

O
B
の
大
蔵
省
達
第
一
五
四
号
に
よ
っ
て
、

一
八
七
六
年
〈
明
治
九
年
)
末
を
期
限
と
し
て
完
了
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
明
治
八
年
八
月
三
十
日
第
百
五
十
四
号
府
県

地
租
改
正
ハ
国
ヨ
リ
速
成
ヲ
要
セ
サ
ル
儀
-
一
候
得
共
一
県
又
ハ
一
郡
一
区
ヨ
リ
漸
次
ニ
改
正
候
テ
ハ
彼
是
権
衡
ノ
平
準
ヲ
得
カ
タ
ク
旦
遂
年
物
価
ノ
低

昂
ニ
依
リ
地
価
ノ
差
異
ヲ
生
ス
ル
等
種
々
ノ
障
害
有
之
侯
-
一
付
来
ル
明
治
九
年
ヲ
以
テ
各
地
方
一
般
改
正
ノ
期
限
ト
相
定
候
条
精
々
尽
力
成
績
ヲ
奉
候

様
可
致
此
旨
相
達
候
事
』
(
司
法
省
編
纂
長
尾
景
弼
増
訂
現
行
類
家
法
規
第
一
二
巻
博
関
本
社
明
治
一
五
年
五
月
五
六
三
ペ
ー
ジ
〉

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
地
租
改
正
事
業
の
完
了
の
た
め
に
、

一
連
の
法
令
に
よ
っ
て
、
改
正
規
定
が
追
加
・
創
設
さ
れ
た
の
で
あ

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

九
五



明治初年の土地立法の変遷(その三)

1873年(明治6年) 7月(地租改正条例U)""'1889年(明治22年) 3月(地

券廃止〉まで

年 次 l区 名 1奇t

1873年〈明治6年〉

3. 25 太政官布告第114号 地券ヲ発行ニ付地所名称区分ヲ吏

正

7. 28 太政官布告第272号 地租改正条例

7. 28 大蔵省達 地租改正施行規則

7. 28 大蔵省達 地租改正地方官JG¥得

8. 太政官布告第306号 動産不動産書入金穀貸借規則

9. 1 0 太政官布告第315号 地券渡方規則第二十二条隠田添切

関等処分ノ件廃止

10. 大蔵省指令 認定小作ソノ他永小作ハ「約定証

書無之分ハ一切一{乍宛ト相心得可

申事」

11. 5 太政官布告第362号 出訴期限規則

12. 2 太政官布告第396号 地券渡方規則中代替並ニ水火盗難

ニ依リ書換ノ分証印税額ヲ改ム

1874年(明治 7年〉

1 太政官布告第1号 農工商ノ業ヲ勧ム法則ヲ施行スノレ

事

3. 4 内務省指令 売買共戸主ノ連印ヲ以テ取扱フへ

シ

6. 30 内務省指令 戸主ニアラサルモ自己ノ名前ヲ以

テ地券所持苦シカラス

8. 1 2 太政官布告第85号 外国人へ地所家屋等貸与約定取締

方

10. 3 i 太政官布告第104号 地所売買侠節代金受取ノ証文有之

トモ地券申受サレハ買主ニ其地所

ノ所有ノ権無之規則ノ適地券書替

申詰スヘシ

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

九
六



11. 7 太政官布告第120号|官民有区分一改正地所名称区別ト

明 地所処分規則

初年治
1875年(明治 8年〉

の 2. 地所貸借ニ関スル執務内規則作成
地土

4. 内務省指令 土地所有ノ権ヲ被定候上ハ地租改

権所有 正前ト難モ小作米増減ハ地主小作

人ノ示談ニマカセ可申事
の
法 4. 司法省指令 「二十年以上名田小作云々ノ儀ハ
的

当分廃止特ニ授受ノ証文面ニ拠リ性
格 所断致儀J(山口県伺〉ノ承認

℃コ 6. 太政官布告第102号 金穀貸借詩人証人弁償規則
L、
て 6. 太政官布告第103号 裁判事務IL'得

6. 1 8 太政官達第106号 7年第106号地所買受地券申請ノ布

告改正

7. 28 太政官達第132号 公用土地買上規則

8. 22 太政官達第146号 官有地第三種中耕地ノ養水溜池井

溝等借地料区入費処分方

8. 28 | 太政官布告第m号|地租改正法各管内一般エ施行ノ節

ハ府県市街地モ地価百分ノ三ニ改

正

8. 30 太政官達第154号 地租改正期限

9. 3 0 太政官布告第148号 建物書入質入規則並ニ売買譲渡規則

10. 9 木政官布告第153号 家督相続或ハ贈遺等ニ依リテ譲受

ノ地所地券書換手続

10. 9 | 太政官布告第1同|地所名称区別中民有地第三種へ追

力日

11. 2 0 地租改正局達乙掛|地券ハ一地ー券制トサル

九
七 1876年(明治9年〉

5. 1 2 太政官布告第67号 l隠 白切開一処分方更定

5. 12 太政官布告第68号 地租改正調査ニ臨ミ承服セサル者

処分方



7. 太政官布告第99号 金穀等借用証書他人ニ譲渡方

8. 鳥取県小作条例 宛日米貫租ノ生スノレ基ナレハ小作

人タルモノ貢租ノ心得ヲ以テ期限

通リ厳重払込儀ノ、勿論ト可相心得

侯事

1877年(明治10年〉

1. 4 太政官布告第1号 地程減額ノ詔書

2. 1 3 太政官布第18号 地租改正後買上地払下地演地等収

税除税区分

9. 太政官布告第66号 利怠制限法

11. 太政官布告第79号 租税未納者身代限ヲ廃シ吏ニ処分

ヲ定ム

11. 太政官布告第80号 地差租許金ノ内田方ニ限リ…・・・代米納

1878年(明治11年)

1. 1 6 内務省指令 家族ノ土地売買ニハ戸主ノ同意ノ

連署ヲ要スル事

2. 12 太政官布告第7号 地券書換改正ニ附キ確認ノ証記載

方

3. 1 4 内務省布達甲4号 部分木仕付条例ヲ施行ス

7. 22 太政官布告第17号 郡区町村編別法

1879年〈明治12年〕

2. 10 太政官布告第6号 地所売買譲与等ノ節券状童生白裏面

へ確認ノ証ヲ記シ下付ス

2. 10 太政官布告第7号 地所質入書入書入規則第五条改正

3. 地券書換事務ヲ郡長ニ委託

1880年(明治13年〉

ll. 3 0 太政官布告第52号 土地売買譲渡規則

1882年(明治15年〕

1. 大蔵省達第2号 土地分割取扱手続

9. 太政官指令 地券書替ニ未丁年者及ヒ萎ノ外ハ

戸主ノ調印ヲ要セス

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

九
八



l脳年(明治17年) I 
3. 15 太政官布告第7号 地租条例

1886年(明治19年〉

8. 1 1 法律1号 登記法

1887年(明治20年)

|地券下付手続及手数料ヲ定ム1. 1 7 大蔵省令第1号

2. 登記法施行

9. 勅令第107号 地租代米航廃止

1889年(明治22年〉

3. 22 勅令第39号 土地台帳規則

3. 23 法律13号 地券廃止地租ハ土地台帳ユ依リ盈

録シタ地価ニ依リ徴収ス

7 法律第19号 土地収用法

12. 法律第32号 国税徴収処分法

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

る。

一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
〉
七
月
の
『
地
租
改
正
条
例
』

(太

政
官
布
告
第
二
七
二
号
)
以
降
の
お
び
た
だ
し
い
法
令
の
施
行
は
、

こ
の
こ
と
を
例
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
地
租
改
正
事
業

は
、
明
治
政
府
の
予
期
し
て
い
た
よ
う
に
は
進
行
し
な
か
っ
た
。

こ
の
地
租
改
正
事
業
の
進
行
状
況
を
し
め
す
と
、

つ
ぎ
の
ぺ

1
ジ

の
去
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
地
券
交
付
が
土
地
所
有

者
の
確
定
に
あ
る
と
す
る
理
解
に
た
つ
と
、
土
地
の
個
人
的
所
有

を
法
認
す
る
結
果
と
な
る
と
な
し
う
る
。
こ
の
場
合
、
土
地
を

『
家
産
』
と
み
た
、
こ
れ
ま
で
の
理
解
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
た
め
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

一
八
七
三
年
〈
明
治
六
年
)

末
に
は
、
神
奈
川
県
か
ら
大
蔵
省
に
対
し
て
『
地
所
売
買
譲
受
人

身
分
ノ
儀
』
の
伺
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

『
田
畑
其
外
地
所
売
買
譲
受
願
ノ
者
身
分
ユ
寄
許
否
之
別
有
之
候
哉

差
向
処
分
ノ
儀
有
之
左
ニ
相
伺
申
侯

一
地
所
永
代
売
買
御
差
許
相
成
侯
-
一
付
テ
ハ
華
士
族
平
民
共
勝
手
売

買
勿
論
ノ
処
一
家
之
当
主
ニ
無
之
子
弟
厄
介
妻
妾
僕
稗
タ
リ
ト
モ
総

テ
御
国
人
タ
ル
者
英
身
分
ヲ
不
問
譲
替
売
買
承
局
不
答
候
哉
又
ハ
戸

九
九



府県改租着手と完了年次区分

合ぞき1 8 年 7 月前 1 8 年 7E9 年末1 10年~1l年 112:if.~13年 1 計
山口、小倉 筑摩、山形

5.6年 宮城、水沢 茨主主、千葉 11 

浜田 磐前、置賜
5 4 2 

堺(高安郡〉
北原、若松、 神奈川、大阪

岐阜、岡山、 新潟(酉半部)

堺、度合、堺

7年 (大和)、兵庫、
18 

滋賀、浜松、

鳥取、三瀦(佼

後) 14 3 

愛知(三河)、 新潟(東半部〉福岡、小田、

三重、岩手、 京都、栃木、熊 高知、石JlI(越
名東(淡路〉、 木、新)11、埼 前〉、静岡、広

8年 長野、鶴岡、島 玉、福島、滋 島、兵庫(播 28 

根、青森、山 賀(若狭)、長 磨〉、愛媛、鹿

梨、和歌山 崎(肥前対島) 児島(日向〉
11 9 8 

愛媛(讃岐)、 鹿児島、長崎

群馬、東京、秋 (壱岐)

回、高知(阿

9年 波〉、島根(隠 9 

岐〉、新潟(佐

渡)
7 2 

計 6 29 21 10 

資料府県地租改正紀要(着手〉地租改笠基礎資料(完了)府県史料により

若干の訂正あり。

関順也 明治維新と地租改正 200ベ{ジ

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

。。



主
ノ
外
ハ
事
故
因
縁
不
得
己
事
情
無
之
テ
ハ
難
承
届
筋
ニ
候
哉
:
:
:
』

と
な
し
た
。
こ
の
『
伺
』
に
対
し
、
大
蔵
省
は
独
善
的
に
解
決
す
る
自
信
が
も
て
ず
、

一
八
七
四
年
(
明
治
七
年
)
一
月
指
令
案
を
そ
え
て

太
政
官
に
『
伺
』
を
立
て
た
。
太
政
官
は
一
八
七
四
年
(
明
治
七
年
)

一
月
二
九
日
に
、
ほ
と
ん
ど
全
く
原
案
ど
う
り
の
、
次
の
よ
う
な

指
令
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

儀
承
届
不
苦
侯
尤
売
買
共
戸
主
ノ
連
印
ヲ
以
取
扱
可
申
事
』

『
地
所
之
儀
勝
手
売
買
差
許
候
儀
-
一
付
子
弟
妻
妾
僕
縛
之
類
一
家
之
戸
主
一
一
無
之
候
共
自
己
之
私
財
ヲ
以
買
受
又
ハ
自
己
私
有
之
地
ヲ
他
へ
売
渡
侯

明
治
七
年

(
法
令
全
書

附
録

二
ニ
七
一
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
に
、

一
八
七
五
年
(
明
治
八
年
)
一

O
月
五
日
に
は

『
家
督
相
続
或

ハ
贈
遺
等
一
一
依
リ
譲
受
ノ
地
所
地
券
書
換
手
続
』

〈
太
政
官
布
告
第
一
五
三
号
)
が
布
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
、
生
存
者
ノ
家
督
相
続
ニ
由
リ
及
ヒ
総
テ
ノ
贈
遺
-
一
由
テ
譲
受
ル
地
所
ハ
其
地
券
書
替
不
申
受
者
ハ
本
年
六
月
第
百
六
号
布
舎
一
一
拠
リ
処

第
一
条

分
可
致
事

第
二
条
一
、
死
亡
者
ノ
跡
家
替
相
続
ニ
由
テ
譲
受
タ
ル
地
所
ハ
其
譲
受
タ
ル
日
ヨ
リ
満
六
ヶ
月
ヲ
過
キ
地
券
書
替
ヲ
不
市
中
受
者
ハ
其
地
券
一
通
ニ
付

詮
印
税
五
倍
ノ
料
金
取
立
地
券
書
替
可
相
渡
事

と
な
し
た
。
こ
う
し
た
地
券
制
度
は
、
従
来
か
ら
の
売
買
証
書
と
名
主
の
奥
書
・
証
印
に
も
と
づ
く
土
地
取
引
の
慣
行
に
よ
る
方
式
と
、

い
ち
ぢ
る
し
く
具
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
土
地
の
売
買
・
譲
渡
を
な
す
場
合
に
、
こ
う
し
た
法
形
式
を
実
際
に
と
る
こ
と
は
実
行

し
難
か
っ
た
。
こ
の
た
め
一
八
八

O
年
(
明
治
一
一
一
一
年
)
一
一
月
一
ニ

O
日
に
『
土
地
売
買
譲
渡
規
則
』

(
太
政
官
布
告
第
五
二
号
)
を
制
定
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
明
治
財
政
史
(
第
玄
巻
)
』

(
明
治
財
政
史
編
纂
会

丸
善
株
式
会
社

一九

O
四
年
一
一
月
)
に
よ
る
と
、
と
の
聞
の

事
情
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

。



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
仲
間
的
性
格
に
つ
い
て

。

『
地
券
ハ
従
来
其
台
帳
ト
割
印
ヲ
為
シ
テ
交
付
シ
来
日
夕
レ
ト
モ
之
ヲ
単
-
一
台
帳
ト
符
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
エ
止
マ
リ
他
一
一
著
シ
キ
功
用
ア
ラ
サ

ル
ヲ
以
テ
明
治
十
二
年
七
月
二
日
同
局
ハ
犬
蔵
卿
ト
連
署
シ
乙
第
六
号
フ
以
一
ア
「
地
券
ト
台
帳
ト
割
印
ノ
儀
ハ
壬
申
二
月
地
券
渡
方
規
則
並
-
一
八
年
地

租
改
正
事
務
局
乙
第
八
号
雛
形
等
ヲ
以
テ
相
違
置
候
処
自
今
相
廃
シ
候
条
此
旨
相
違
候
事
」
ト
達
シ
之
ヲ
廃
止
セ
リ
降
テ
翌
十
三
年
四
月
二
十
六
日
-
一

至
リ
同
局
達
乙
第
一
号
ヲ
以
テ
「
明
治
十
年
当
局
乙
第
三
号
ヲ
以
テ
官
地
払
下
荒
地
免
税
並
ニ
開
墾
鍬
下
年
季
期
明
等
ノ
地
所
ニ
下
付
ス
ル
券
状
書
式

雛
形
相
違
置
候
処
自
今
右
事
由
記
載
-
一
不
及
候
条
此
旨
相
違
候
事
」
ト
定
メ
明
治
十
三
年
十
一
月
三
十
日
ニ
至
リ
太
政
官
布
告
第
五
十
二
号
ヲ
以
テ
土

地
売
買
譲
渡
規
則
ヲ
制
定
ジ
義
-
一
発
布
セ
シ
所
ノ
土
地
ノ
売
買
穣
渡
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
廃
止
セ
リ
』
(
同
上
五
九
四

1
五
九
五
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。

一
八
八

O
年
(
明
治
一
一
一
一
年
)

一
一
月
三

O
日
の
『
土
地
売
買
譲
渡
規
則
』

(
太
政
官
布
告
第
五
二
号
)
は
、

つ
ぎ
の
よ
う

に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

太
政
官
布
告
第
五
十
二
号
〈
明
治
十
三
年
十
一
月
三
十
日
)

土
地
売
買
譲
渡
規
則
別
紙
ノ
通
リ
相
定
ム
但
明
治
八
年
六
月
第
百
六
号
布
告
並
一
一
同
年
十
月
第
百
五
十
号
布
告
廃
止

土
地
売
買
譲
渡
規
則

第
一
条
凡
ソ
所
有
ノ
土
地
ヲ
売
渡
文
ハ
譲
渡
サ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
(
献
蹴
)
証
文
-
一
地
券
ヲ
添
へ
某
地
ノ
戸
長
役
場
ニ
差
出
シ
奥
書
割
印
ヲ
受
ケ
之
ヲ

買
受
人
又
ハ
譲
受
人
へ
附
与
ス
ヘ
シ
但
一
筆
ノ
土
地
ヲ
分
割
シ
テ
奥
官
官
割
印
ヲ
受
ケ
ソ
ト
欲
ス
ル
者
ハ
其
分
界
及
坪
数
等
ヲ
詳
記
シ
タ
ル
図
面
ヲ
添

へ
テ
差
出
ス
ヘ
シ

第
二
条
戸
長
役
場
ニ
於
一
ア
ハ
予
メ
土
地
売
買
譲
渡
奥
書
割
印
帳
ヲ
備
震
キ
奥
書
割
印
ヲ
請
フ
モ
ノ
ア
レ
ハ
地
所
一
質
入
書
入
実
害
割
印
帳
ヲ
見
合
セ
登

記
ナ
キ
ニ
於
テ
ハ
(
翫
棚
)
証
文
ニ
奥
書
割
印
ヲ
ナ
ス
へ
シ

第
三
条
買
受
人
又
ハ
譲
受
人
(
翫
糊
)
証
文
ヲ
領
収
ス
ル
ト
キ
ハ
地
券
(
轄
融
)
願
書
-
一
双
方
連
印
ノ
上
地
券
ヲ
添
ヱ
戸
長
役
場
ヲ
経
テ
管
轄
庁
へ
差
出

ス
ヘ
シ

第
四
条
第
一
条
ノ
手
続
ヲ
以
テ
共
土
地
有
権
ヲ
移
転
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ト
難
モ
地
租
地
方
税
ハ
地
券
ニ
記
載
セ
ル
姓
名
ノ
者
ヨ
リ
之
ヲ
徴
収
ス
へ
シ
侶

地
券
紛
失
ノ
際
願
出
ル
モ
亦
地
券
ニ
記
載
セ
ル
姓
名
ノ
者
タ
ル
ベ
シ

第
五
条
死
亡
者
失
際
者
ノ
家
替
相
続
若
グ
ハ
遺
産
相
続
及
ヒ
戸
主
ノ
家
督
相
続
-
一
由
リ
土
地
ヲ
譲
受
ケ
タ
ル
者
ハ
親
族
(
哨
峨
断
片

RU)
ト
連
印
ノ
上



戸
長
役
場
ヲ
経
テ
池
券
(
聾
)
願
書
ヲ
管
轄
庁
へ
差
出
ス
ヘ
ツ
若
シ
家
督
相
続
又
ハ
遺
産
相
続
ノ
日
ヨ
リ
六
箇
月
以
内
三
戸
長
役
場
迄
之
ヲ
差
出
サ

サ
ル
者
ハ
証
印
税
五
倍
ノ
科
料
ニ
処
ス
但
シ
本
条
期
限
内
ニ
地
券
(
轄
融
)
願
書
ヲ
差
出
ス
能
ハ
サ
ル
事
由
ア
リ
テ
之
ヲ
届
出
ル
者
ハ
比
限
リ
ニ
在
ラ

ス

と
な
し
て
い
る
。
こ
の
一
八
八

O
年
(
明
治
一
三
年
)
の
『
土
地
売
買
譲
渡
規
則
』

(
太
政
官
布
告
第
五
二
号
〉
に
よ
っ
て
、
土
地
の
売
買
・

譲
渡
に
も
と
づ
く
土
地
所
有
権
の
移
転
は
、
土
地
の
売
買
・
譲
渡
の
公
証
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
が
生
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

則
第
四
条
。
)

(
同
規

こ
れ
ま
で
地
券
の
名
儀
書
替
は
、
土
地
の
売
買
・
譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
合
の
権
利
関
係
を
、
明
確
に
す
る
た
め
の
法
律
要
件
と
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
意
味
で
は
、

一
種
の
公
信
力
的
な
効
力
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
い
う
る
。
従
っ
て
地
券
は
、
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の

法
認
と
い
う
私
法
的
機
能
を
も
っ
て
い
た
と
い
い
う
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
規
則
に
よ
っ
て
、
地
券
の
私
法
的
機
能
は
ま
っ
た
く
剥

奪
れ
、
た
ん
に
土
地
所
有
の
実
体
的
関
係
の
変
化
に
も
と
づ
く
、
横
税
上
の
必
要
書
類
1

1

納
税
義
務
者
の
確
定
の
た
め
の
!
!
と
い
う
、

行
政
的
手
続
と
さ
れ
る
(
向
上
第
四
条
)
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
地
券
制
度
が
こ
れ
ま
で
も
っ
て
い
た
土
地
取
引
に
お
け
る
法
的
意
義

は
、
大
き
く
後
退
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
八
八
六
年
(
明
治
一
九
年
〉
八
月
一
一
日
の
『
登
記
法
』
(
旧
登
記
法
)

五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

の
施
行
前

一
八
八
一
年
(
明
治
一
四
年
)
に
は
登
記
法
取
調
掛
を
置
き
、

『
登
記
法
』
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
こ
の
調
査
に

も
と
づ
い
て
、

一
八
八
六
年
(
明
治
一
九
年
〉
八
月
一
}
日
に
、

『
登
記
法
』
(
法
律
第
一
号
〉
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

地

券
の
書
換
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
、
土
地
の
売
買
・
譲
渡
に
よ
る
土
地
所
有
の
公
認
は
、
こ
の
『
登
記
法
』
(
旧
登
記
法
)
に
よ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
地
券
は
あ
た
か
も
地
租
簿
の
謄
本
と
し
て
の
法
的
意
味
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
こ

と
は
、
既
に
述
べ
て
お
い
た
。
従
っ
て
地
券
の
法
的
効
果
は
、
人
民
に
所
有
土
地
の
段
別
・
地
価
な
ど
を
知
ち
し
め
、
納
税
の
準
備
を
な

さ
し
め
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
い
う
る
。
こ
と
に
一
八
八
六
年
(
明
治
一
九
年
〉
八
月
一
一
日
の
『
登
記
法
』

法

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一
O
一一一



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一O
四

律
第
一
号
)
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

第
一
一
一
九
条

地
所
売
買
譲
与
荒
地
起
返
開
墾
鍬
下
年
期
明
等
総
テ
地
券
下
付
書
換
ニ
係
ル
手
続
及
ヒ
其
手
数
料
ハ
大
蔵
大
臣
之
ヲ
定
ム

と
な
し
て
い
る
。
こ
の
一
八
八
六
年
(
拐
治
一
九
年
)
八
月
一
一
日
の
『
登
記
法
』
(
法
律
第
一
号
)
は
、

一
八
八
七
年
(
明
治
二

O
年
)
二
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
ヮ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
地
券
証
印
税
則
お
よ
び
地
券
下
付
書
換
の
規
定
、
そ
し
て
一
八

八

O
年
(
明
治
二
二
年
)

一
一
月
一
一
一

O
日
の
『
土
地
売
買
譲
渡
規
則
』
(
太
政
官
布
告
第
五
二
号
〉
も
、
廃
止
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た

め
大
蔵
省
は
、
一
八
八
七
年
(
明
治
二

O
年
)

一
月
一
七
日
の
『
地
券
下
付
書
換
手
続
並
ニ
手
数
料
ニ
関
ス
ル
規
定
』

(
大
蔵
省
令
第
一
号
)

を
公
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

犬
蔵
省
令
第
一
号
(
明
治
二
十
年
一
月
十
七
日
)

法
律
第
一
号
登
記
法
第
三
十
九
条
-
一
基
キ
地
券
下
付
書
換
手
続
及
手
数
料
左
ノ
通
相
定
ム

第
一
条
地
券
下
付
書
換
一
一
係
ル
事
務
ハ
郡
役
所
ニ
於
テ
芝
ヲ
取
扱
ブ
へ
シ

第
二
条
左
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
土
地
所
有
者
ヨ
リ
地
券
下
付
又
ハ
地
券
書
換
ヲ
郡
役
所
に
顧
問
ヘ
シ

土
地
所
有
ノ
移
転
、
荒
地
免
租
年
期
明
、
開
墾
鍬
下
年
期
明
、
地
目
変
換
、
免
租
地
ノ
有
租
地
成
、
有
租
地
ノ
免
租
地
成
、
荒
地
免
租
、
開
墾
、
合

併
、
分
裂
、
地
券
ノ
水
火
盗
難
-
一
開
催
リ
タ
ル
モ
ノ
、
地
券
面
ノ
段
別
地
価
地
租
一
一
異
動
ヲ
生
シ
タ
ル
号
ノ
、
所
有
者
姓
名
ノ
変
更
シ
タ
ル
モ
ノ

都
区
長
ハ
前
項
ノ
願
出
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
遅
ク
ト
モ
五
日
以
内
ニ
一
地
券
ノ
下
付
又
ハ
豊
田
換
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
三
条
地
券
ノ
下
付
又
ハ
書
換
ヲ
願
フ
モ
ノ
ハ
願
書
一
二
戸
長
ノ
奥
印
ヲ
受
ク
ヘ
シ
但
登
記
法
一
一
拠
リ
登
記
ヲ
終
タ
ル
モ
ノ
ハ
登
記
済
ノ
証
書
ヲ
戸
長

ニ
一
示
ス
ヘ
シ

第
四
条
戸
長
役
場
ナ
キ
地
方
ニ
於
テ
ハ
地
券
ノ
下
付
又
ハ
書
換
願
書
ヲ
直
ニ
区
役
所
ニ
差
出
久
ヘ
シ
但
登
記
済
一
一
係
ル
モ
ノ
ハ
其
証
書
ヲ
区
長
三
万

ス
ヘ
シ

第
五
条

第
六
条

地
券
ノ
下
付
文
ハ
書
換
ヲ
願
ブ
モ
ノ
ハ
手
数
料
ト
シ
テ
一
枚
ニ
付
金
三
銭
ヲ
納
ム
ヘ
シ

手
数
料
ハ
戸
長
役
場
ニ
於
テ
願
書
一
一
奥
印
ヲ
為
ス
ト
キ
之
ヲ
徴
収
ス
ヘ
シ
但
第
四
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
区
役
所
一
一
於
テ
願
書
ヲ
受
タ
ル
ト
キ



之
ヲ
徴
収
ス
ヘ
シ

第
七
条
地
券
手
数
料
徴
収
官
(
駆
融
耕
地
州
一
語
)

付
ス
ヘ
シ
但
金
庫
ナ
キ
地
方
-
一
一
於
テ
ハ
毎
月
一
回
取
纏
メ
納
付
書
ヲ
添
へ
テ
便
宜
ノ
金
庫
へ
送
付
ス
ヘ
シ

第
八
条
前
項
納
付
書
ハ
歳
入
歳
出
出
納
規
則
書
式
第
五
号
一
一
拠
ル

第
九
条
戸
長
ニ
於
テ
第
七
条
ノ
手
続
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
金
庫
ノ
領
収
ヲ
証
シ
タ
ル
納
付
書
一
一
納
入
ノ
明
細
内
訳
書
ヲ
添
へ
テ
郡
区
役
所
一
一
送
付
ス

ヘシ

第
十
条
第
二
条
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
所
有
ノ
移
転
又
ハ
指
令
済
居
済
ノ
日
ヨ
リ
六
十
日
以
内
ニ
地
券
下
付
又
ハ
地
券
書
換
ヲ
願
出
へ
シ
其
期
限
ヲ
経
過

ス
ル
ト
キ
ハ
金
一
円
九
十
五
銭
以
下
ノ
剖
材
料
-
一
処
ス ハ

其
徴
収
シ
タ
ル
手
数
料
ヲ
十
日
毎
ニ
取
纏
メ
納
付
書
ヲ
添
テ
所
有
地
ノ
金
庫
(
踊
錦
一
銭
一
四
所
)
へ
送

と
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
一
八
八
六
年
(
明
治
一
九
年
)
八
月
一
一
日
の
『
登
記
法
』
(
法
律
第
一
号
)
は
、
土
地
の
売
買
・
譲
渡
に
つ
い

て
は
、
治
安
裁
判
所
で
登
記
す
ぺ
き
も
の
と
な
し
、
土
地
の
書
換
が
戸
長
役
場
で
な
さ
れ
て
き
た
の
を
大
き
く
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
『
登
記
法
』

(
旧
登
記
法
)
で
は
、
登
記
の
な
い
土
地
の
売
買
・
譲
渡
は
、
第
三
者
に
対
し
て
そ
の
法
律
上
の
効
力
を
も
た
な
い
も

の
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
登
記
の
効
力
を
、
土
地
所
有
権
の
変
動
に
対
し
て
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
封
建
社
会
の
旧
慣
に
由
来
し
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
公
証
制
度
を
改
編
し
、
近
代
法
的
形
式
の
導
入
を
実
現
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
と

さ
れ
う
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
八
八
九
年
(
明
治
二
二
年
)
三
月
一
一
一
一
一
日
に
は
『
地
券
ヲ
廃
止
シ
地
租
ハ
土
地
台
帳
ニ
登
録
シ
タ
地

価
ニ
一
依
リ
其
ノ
記
名
者
ヨ
リ
之
ヲ
徴
収
ス
』

(
法
律
第
一
一
一
一
号
)
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
八
八
六
年
〈
明
治
一
九
年
〉
八
月

の
『
登
記
法
』

(
法
律
第
一
号
〉
で
確
認
さ
れ
た
地
券
の
法
的
意
味
を
、
ま
っ
た
く
喪
失
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
て

地
租
は
土
地
台
帳
に
登
録
き
れ
た
地
価
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
土
地
台
帳
の
整
備
を
な
す
た
め
、

一
八
八
九
年

(
明
治

二
二
年
〉
一
一
一
月
一
一
一
一
日
に
『
土
地
台
帳
規
則
』

(
勅
令
第
三
九
号
)
を
制
定
し
た
。
こ
の
『
土
地
台
帳
規
則
』
(
勅
令
第
三
九
号
)
に
よ
っ
て
地

券
に
も
と
づ
く
地
租
徴
収
も
、
土
地
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
地
価
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
地
券
は
土
地
台
帳
謄
本
の
役
割
を
認

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一O
五



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一O
六

め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
地
券
制
度
は
『
地
租
改
正
』
に
は
じ
ま
り
、
地
租
改
正
事
業
の

完
了
と
と
も
に
、
ま
っ
た
く
廃
止
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
い
ま
や
地
券
は
、

た
ん
に
法
史
的
事
実
と
し
て
存
在

す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

鈴
木
豊
明
治
初
期
に
お
け
る
土
地
所
有
権
の
形
成
法
と
政
治
第
一
回
巻
二
号

(
2
)

福
島
正
夫
地
租
改
E
の
研
究
有
斐
閣
一
九
六
二
年
九
月
二
四
九
ペ
ー
ジ
。

(
3
〉
福
島
正
夫
日
本
に
お
け
る
不
動
産
登
記
制
度
の
歴
史
法
律
時
報
第
二
回
巻
三
号
一

0
ペ
ー
ジ

(
4
〉
川
島
武
宣
所
有
権
法
の
理
論
岩
波
書
広
一
九
四
九
年
二
月
一
一
一
一
一
一
一
一

t
二
四

0
ペ
ー
ジ
。

(

5

)

福
島
正
夫
地
租
改
正
の
研
究
有
斐
閣
一
九
六
二
年
九
月
五
O
六
ペ
ー
ジ
。

(
6
〉
明
治
財
政
史
編
纂
会
明
治
財
政
史
第
五
巻
丸
善
株
式
会
社
一
九
O
四
年
一
一
月
六

O
三
ペ
ー
ジ
。

(
7
〉
福
島
正
夫
教
授
は
『
旧
登
記
法
の
制
定
と
そ
の
意
義
』
(
国
家
学
会
雑
誌
第
五
七
巻
八
、
一

O
、
一
一
号
)
の
な
か
で
、
こ
の
点
に
ふ
れ
、
『
明

治
の
私
法
制
度
が
近
代
法
形
式
を
と
り
入
れ
る
端
初
を
聞
い
た
も
の
と
し
て
、
法
の
発
展
史
上
に
特
筆
す
べ
き
地
位
を
し
め
て
い
る
と
い
う
る
だ
ろ

う
』
〈
向
上
〉
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
九
六
三
年
二
月

一
O
二
ペ
ー
ジ
。

十

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
畦
格

前
項
ま
で
の
考
察
は
、
地
券
制
度
が
地
租
改
正
事
業
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
き
・
関
連
性
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
か
の
、
法
史
的

理
解
を
な
す
た
め
の
検
討
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
地
券
制
度
に
対
す
法
史
的
考
察
と
同
時
に
、
地
券
自
体
が
現
実
の
土
地
関
係
に
対
し

て
、
ど
の
よ
う
な
法
的
意
味
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
法
史
的
に
明
確
に
さ
れ
た
明
治
初
年
の
地
券
制

度
を
中
核
と
す
る
一
連
の
土
地
立
法
を
通
じ
て
、
土
地
所
有
権
が
次
第
に
法
制
的
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。



だ
が
法
制
度
の
確
立
は
、
法
制
的
整
備
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
法
制
的
整
備
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
人
々
の
法
意

識
と
し
て
定
着
し
え
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
法
制
度
は
真
実
の
意
味
に
お
い
て
、
社
会
に
お
け
る
法
規
範
と
し
て
の
機
能
を
達
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
法
社
会
学
上
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
、

い
わ
ゆ
る
『
生
け
る
法
』
の
存
在
が
問
題
と
な
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
『
生
け
る
法
』
は
、
人
々
の
法
的
確
信
に
よ
っ
て
一
定
の
社
会
規
範
が
そ
の
社
会
に
維
持
さ
れ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は

『
生
け
る
法
』
つ
ま
り
法
規
範
と
し
て
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
人
々
の
法
的
確
信
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
社
会
規
範
が
、
そ
の
社
会
の

支
配
的
な
政
治
権
力
|
!
こ
れ
は
国
家
権
力
と
い
う
形
態
で
現
象
し
て
い
る
ー
ー
に
よ
っ
て
、
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
認
証
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
支
配
階
級
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
、
支
配
階
級
の
法
的
確
信
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
だ
け
が

『
生
き
た
法
』
な
の
で
あ
る
。
従
が
っ
て
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
考
察
に
あ
っ
て
は
、
土
地
の
私
的
所
有
に
対
す
る
法
意
識
1

1

土
地

所
有
権
に
対
す
る
法
意
識
r
l
!
の
形
成
・
強
化
が
、
明
治
初
年
の
土
地
立
法
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
達
成
さ
れ
た
か
を
、
問
題
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
法
制
的
な
地
券
制
度
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
、
士
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
を
問
題
と
な
す
場
合
に
お
い
て

も
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
法
的
確
信
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
土
地
関
係
に
対
す
る
規
範
が
、
明

治
政
府
に
よ
っ
て
認
-
証
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
視
点
の
考
察
が
必
要
で
あ
っ
た
。
明
治
初
年
の
土
地
立
法
の
変
遷
に
つ
い
て
の
法
史
的

考
察
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
取
扱
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
そ
の
具
体
的
な
意
味
・
内
容
が
明
確
に
さ
れ
る
と
な
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
明
治
初
年
の
土
地
立
法
の
法
史
的
考
察
に
よ
っ
て
、
た
ん
に
抽
象
的
意
味
で
の
土
地
支
配
が
、
法
認
さ
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
史
的
考
察
に
よ
る
土
地
立
法
の
法
制
的
な
資
料
を
検
討
し
組
立
て
る
か
ぎ
り
、
地

券
に
表
現
き
れ
る
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
を
、

つ
ぎ
の
二
つ
の
点
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
一
つ
は
土
地
支
配
の
法
的
確
認
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
明
治
初
年
の
土
地
立
法
に
お
い
て
土
地
支
配
に

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一O
七



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一O
八

対
す
る
法
的
権
限
を
、
土
地
支
配
の
法
的
効
果
1
1
1
土
地
の
売
買
・
譲
渡
を
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
と
い
う
ー
ー
ー
か
ら
規
定
さ
れ
て
い

る
乙
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
地
券
の
書
換
に
よ
っ
て
え
た
土
地
所
有
を
、

第
三
者
に
主
張
(
対
抗
)
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
土
地
支

配
の
対
外
的
効
力
と
い
う
視
点
で
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
初
年
の
土
地
立
法
は
こ
う
し
た
二
様
の
観
点
に
立
っ
て
規
定
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

地
券
制
度
の
完
成
期
に
あ
っ
て
は
、
地
券
は
こ
う
し
た
二
様
の
法
的
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
的
な
方
向
で
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
地

券
自
体
の
も
つ
地
租
諜
税
の
基
準
決
定
と
、
租
税
負
担
者
の
確
定
の
た
め
の
法
的
手
段
と
し
て
の
役
割
は
、
土
地
台
帳
制
度
の
確
立
に
よ

っ
℃
、
喪
失
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
℃
、
地
券
制
度
の
発
展
は
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
廃
止
さ
れ
る
運
命
を
内
包
し
て
い
た

と
い
え
る
の
だ
ろ
う
。
地
券
の
も
つ
ニ
様
の
法
的
意
味
の
独
自
的
発
展
は
、
第
一
の
法
的
意
味
に
対
し
て
は
、
土
地
台
帳
制
度
の
確
立
、

第
二
の
法
的
意
味
に
対
し
て
は
、
登
記
制
度
の
確
立
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、

い
づ
れ
も
地
券
自
体
の
も
つ
法
的
技
術

的
な
側
面
に
お
け
る
発
展
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
地
券
の
表
現
し
て
い
る
は
ず
の
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
の
よ

り
具
体
的
な
意
味
確
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
地
券
制
度
の
廃
絶
の
過
程
の
検
討
は
、
地
券
の
も
つ
法
的
意
味
を
第
一
の
法
的
意

味
か
ら
第
二
の
法
的
意
味
へ
の
転
換
が
な
し
と
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
こ
の
転
換
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
第
一

の
法
的
意
味
が
、
す
で
に
社
会
的
承
認
を
一
般
的
に
え
て
い
る
と
い
う
基
礎
的
条
件
を
基
礎
と
し
て
、
な
し
と
げ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
地
券
の
本
来
的
意
味
は
、
転
換
の
結
果
と
し
て
実
現
さ
れ
た
第
二
の
意
味
に
、

つ
ま
り
土
地
所
有
を
第

三
者
に
対
抗
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
う
し
た
土
地
所
有
の
第
一
一
一

者
に
対
抗
す
る
要
件
、
が
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
地
券
に
表
現
さ
れ
て
い
る
土
地
所
有
が
、
社
会
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と

な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
地
券
発
行
に
よ
っ
て
法
的
確
信
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で



あ
る
。
こ
の
場
合
の
法
的
確
信
は
い
う
ま
で
も
な
〈
、
地
券
自
体
に
よ
っ
て
法
認
さ
れ
た
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

従
っ
て
、
そ
れ
が
人
々
の
法
的
意
識
と
し
て
定
着
し
、
法
的
確
信
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、

こ
う
し
た
法
的
確
信
な
い
し
法
的
意
識
は
、
農
民
自
身
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
理
解
す
る

た
め
の
素
材
と
し
て
、

つ
ぎ
の
所
説
を
例
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
)

一
月
に
宮
城
県
参
事
塩
谷
良
翰

t工、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
地
券
発
行
に
際
し
て
、
農
民
が
ど
の
よ
う
に
う
け
と
め
て
い
た
か
を
し
め
す
も
の
と
い
え

る
。
す
な
わ
ち
、

『
閉
門
良
或
ハ
増
税
ヲ
歎
フ
・
:
:
・
民
間
或
ハ
謂
フ
:
:
・
・
善
シ
文
民
ノ
所
有
ヲ
画
ク
セ
ン
ト
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
売
買
ノ
節
ノ
ミ
一
証
印
ツ
テ
可
ナ
リ
。
官
地
拝

借
地
ノ
外
銘
々
私
金
ヲ
以
テ
所
買
、
従
来
ノ
所
有
地
ハ
必
ス
吾
所
有
地
ナ
ル
事
ハ
主
阿
国
ヨ
リ
自
ラ
之
ヲ
知
ル
ト
。
管
内
ハ
昨
今
帰
農
多
ク
、
動
モ
ス
レ

バ
紛
議
苦
情
ヲ
唱
フ
』
(
明
治
六
月
一
日
大
蔵
省
へ
建
白
書
報
知
新
聞
第
三
二
号
附
録
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
宮
城
県
参
事
塩
谷
良
翰
が
『
帰
農
』
と
称
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
士
族
で
あ
っ
た
者
を
指
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
は
当
時
の
イ
ン
テ
リ
層
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
農
民
の
心
理
を
代
表
し
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
農
民
自
身
は
地
券
の
存
在
と
は
無
関
係
に
、
土
地
取
引
の
結
果
獲
得
し
た
土
地
に
対
し
て
、
土
地
支
配

l
i買
っ
た
も
の
は
自
己
の

も
の
だ
と
す
る
ー
ー
の
意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
し
う
る
。
こ
こ
で
の
農
民
の
所
有
意
識
は
、
現
実
の
土
地
に
対
す
る
耕

作
事
実
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
地
券
発
行
、

つ
ま
り
明
治
初
年
の
土
地
立
法
に
よ
っ
て
、
農
民
の
法
的
意
識
に
定
着
し
て

い
た
と
は
い
え
ず
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
法
的
確
信
と
し
て
上
昇
・
転
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
一
九
日
従
っ
て
郡
村

地
券
(
壬
申
地
券
)
に
よ
る
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
は
、
農
民
自
身
の
現
実
的
な
土
地
関
係
の
実
際
に
よ
っ
て
、
形
成
さ
れ
た
社

会
的
意
識
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
地
券
は
こ
れ
を
確
認
的
に
承
認
し
た
も
の
に
過
、
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
限
り
で
農
民
の
土
地

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一O
九



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
桧
的
性
格
に
つ
い
て

ご
O

支
配
に
対
す
る
心
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

一
八
七
二
年
〈
明
治
五
年
)
二
月
の
『
地
所
売
買
譲
渡
ニ
付
地
券
渡
方
規

則
』
(
大
蔵
省
達
第
二
五
号
)
に
よ
っ
て
、
郡
村
地
券
(
壬
申
地
券
)
は
『
地
所
所
持
タ
ル
確
証
一
一
付
大
切
一
一
可
致
:
;
:
』
(
第
六
〉
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
こ
の
確
認
的
承
認
に
よ
っ
て
、
地
券
の
私
法
的
機
能
が
形
式
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
う
る
。
従
っ
て
土
地
所
有
権

は
農
民
自
身
の
法
的
意
識
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
法
制
度
的
確
立
を
み
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
幻
w

こ
の
こ
と
は
、
農
民
の
土
地
所
有
に

対
す
る
社
会
的
意
識
が
、
当
時
に
お
い
て
一
披
的
な
法
的
意
識
と
し
て
定
着
し
、
法
的
確
信
と
し
て
定
着
し
て
い
な
か
ア
た
こ
と
を
し
め

し
て
い
る
。
だ
が
地
券
の
私
法
的
機
能
が
形
式
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
が
、
法
的
権
利
と
し

て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
近
代
法
的
意
味
で
の
権
利
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
当
時
の
土
地
関
係
に
お
け
る
事
実
が
、
近
代
的
関
係
と

L
て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

指
摘
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
近
代
法
的
意
味
で
の
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
は
、
旧
民
法
編
纂
事
業
の
進
展
、
ど
結
び
つ
く
、
ボ
ア
ソ
ナ
1
ド

に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
紹
介
に
よ
っ
て
、
人
々
に
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
時
期
に
あ
っ
て
は
、
法
的
意
識
の
成

長
が
充
分
に
は
展
開
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
ヮ
て
も
、
ま
た
指
摘
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
地
券
交
付
に
よ
っ
て
事
実
上
の
土
地
支
配
が
法
制
度
上
で
承
認
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
土
地
に
対
す
る
私

的
所
有
の
法
認
が
、
当
時
の
土
地
に
対
す
る
支
配
関
係
に
一
定
の
変
化
を
導
く
こ
と
は
、
当
然
に
予
そ
く
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か

ら
、
公
卿
の
大
原
重
賢
は
『
地
券
御
発
表
土
地
そ
夫
々
私
有
物
ト
相
成
人
々
自
主
之
権
ヲ
得
有
難
事
一
一
ハ
候
得
共
政
体
一
変
之
形
勢
:
:
:

もzコ

(
岩
倉
具
視
関
係
文
書
第
五
巻

二
八
ペ
ー
ジ
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
一
八
七
七
年
(
明
治
一

O
年
)
一
月
二
四
日
の
東
京
日
日
新
聞

社
説
も
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
蓋
シ
慣
習
ニ
拠
レ
パ
農
民
ガ
耕
作
ス
ル
所
ノ
田
畑
ハ
上
世
ノ
口
分
間
ヨ
リ
因
襲
シ
来
リ
テ
所
謂
普
天
下
莫
非
王
土
ト
云
フ
ガ
如
キ
情
意
ヲ
含
蓄
シ



政
府
ハ
即
チ
地
主
一
一
シ
テ
農
民
ハ
其
ノ
小
作
人
タ
ル
ガ
故
ニ
、
年
々
小
作
米
ヲ
政
府
-
一
納
メ
其
余
分
ヲ
我
作
得
ニ
成
ス
ノ
心
得
ナ
リ
キ
:
:
:
然
ル
ニ
新

法
ヲ
以
テ
此
ノ
慣
習
ヲ
一
変
シ
右
ノ
王
土
ヲ
改
メ
テ
私
土
ト
成
シ
年
貢
ヲ
徴
ス
ル
ユ
付
キ
同
ジ
年
貢
ナ
ガ
ラ
モ
先
ノ
小
作
米
ハ
其
状
ヲ
更
へ
テ
運
上
ノ

姿
エ
換
リ
タ
ル
カ
故
-
一
、
農
民
ハ
我
田
地
ヨ
リ
何
程
ノ
利
益
ヲ
生
ス
ル
モ
定
分
ノ
租
税
サ
へ
納
ム
レ
バ
余
ハ
我
ガ
勝
手
ナ
リ
ト
思
ヒ
、
税
吏
モ
亦
定
分

ノ
租
税
サ
へ
取
立
ツ
レ
ハ
民
ノ
損
益
ハ
我
ニ
関
係
ナ
シ
ト
思
フ
:
:
:
』
(
同
上
)

と
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
が
、
政
治
的
諸
関
係
の
変
化
を
引
き
起
す
こ
と
の
不
安
を
表
明
し
て
い
る

ζ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
政
府
が
地
券
の
交
付
を
な
し
た
の
は
、
旧
来
の
貢
租
負
担
者
を
新
貢
租
者
と
し
て
確
認
し
、
租
税
確
保

を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
地
券
制
度
に
も
と
づ
い
て
、
新
ら
た
に
土
地
所
有
者
リ
地
券
所
持
者
と
さ
れ
た
の
は
、

L、
う

ま
で
も
な
く
本
百
姓
で
あ
っ
た
自
作
農
民
と
地
主
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
地
券
の
私
法
的
機
能
を
付
与
し
え
た
の

は
、
こ
う
し
た
者
の
土
地
関
係
に
対
す
る
意
識
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
法
的
確
信
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
土
地
持
農
民
が
、
明
治
政
府
に
よ

る
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
的
保
護
に
、
深
い
感
銘
を
も
っ
て
迎
え
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
反
面
、
現
実
の
耕
作
者
で
あ
っ
た
小
前

百
姓
〈
小
作
人
)
は
、
土
地
に
対
す
る
事
実
上
の
支
配
(
用
益
)
を
失
っ
た
。
そ
の
た
め
小
前
百
姓
(
小
作
人
)
は
、
実
質
的
に
は
無
権
利

の
状
態
に
お
と
し
い
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
農
業
生
産
の
現
実
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
う
し
た
現
実
に
お
い
て
、
土
地
所
有
に
対
す
る
法

的
意
識
が
人
々
に
定
着
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
土
地
所
有
に
よ
っ
て
利
益
を
実
現
で
き
る
者
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
法
意
識
一
般
が
法
的
確
信
と
し
て
定
着
す
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
支
配
的
利
益
を
表
現
し
て
い
る
国
家
に

よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
法
意
識
だ
け
、
が
法
的
確
信
と
さ
れ
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
法
的
機
能
を
実
際
に
果
し
う
る
の
で
あ
る
こ
と

を
し
め
し
て
い
る
。
法
制
度
と
し
て
し
め
さ
れ
る
法
規
範
の
定
着
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
『
生
け
る
法
』
に
よ
っ
て
、
法
規
範
一
般
と

し
て
そ
の
社
会
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
徳
川
封
建
社
会
の
末
期
に
生
じ
た
農
業
へ
の
商
品
刊
貨
幣
経
済
の
浸
透
は
、
農
業
生
産
に
こ
つ
の
傾
向
を
も
た
ら
し

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

た
。
幾
内
そ
の
他
の
農
業
先
進
地
域
で
は
、
農
民
的
小
商
品
生
産
が
急
速
に
発
展
し
た
。
他
面
農
業
後
進
地
域
に
あ
っ
て
は
、
地
主
的
所

有
の
も
と
で
の
年
一
貝
よ
る
現
物
が
、
商
品
目
貨
幣
経
済
に
ま
き
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
土
地
所
有
に
対
す
る
法
意
識
の
定

着
も
、
こ
う
し
た
農
業
生
産
の
具
体
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
の
差
異
に
も
と
守
つ
い
て
呉
っ
た
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

ぃ
。
こ
れ
は
実
際
の
土
地
所
有
関
係
の
在
り
方
が
、
土
地
所
有
に
対
す
る
法
意
識
の
内
容
を
決
定
す
る
要
困
と
な
る
当
然
の
結
果
で
あ

る
。
明
治
初
年
の
土
地
立
法
の
志
向
す
る
方
向
は
、
農
民
的
小
商
品
生
産
と
そ
の
基
礎
と
な
る
事
実
上
の
農
民
的
土
地
所
有
の
、
自
主
的

発
展
に
も
と
づ
く
資
本
制
的
農
業
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
土
地
所
有
関
係
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
資
本
の
本

源
的
曹
積
が
農
業
の
犠
牲
の
も
と
で
実
現
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
、
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
が
土
地
立
法
の
中
核
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
、
政
治
的
条
件
を
も
た
さ
れ
て
い
た
。
た
し
か
に
封
建
的
支
配
体
制
に
対
立
す
る
も
の
は
、
農
民
的
小
商
品
生

産
お
よ
び
そ
の
基
礎
と
な
る
農
民
的
土
地
所
有
自
体
で
あ
る
。
徳
川
封
建
社
会
の
末
期
に
生
じ
た
農
民
的
小
商
品
生
産
や
農
民
的
土
地
所

有
の
事
実
上
の
成
立
は
、
領
主
酌
支
配
関
係
を
打
破
す
る
政
治
的
力
に
転
化
す
る
。
明
治
維
新
の
政
治
的
変
革
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

導
き
出
さ
れ
た
。
こ
れ
が
明
治
初
年
の
土
地
立
法
の
具
体
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
に
お
い
て
明
治
初
年
の

土
地
立
法
は
、
農
民
的
小
商
品
生
産
や
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
土
地
所
有
関
係
を
、
規
制
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
だ
が
農
民
的
小

商
品
生
産
や
農
民
的
土
地
所
有
を
確
認
す
る
法
的
規
制
が
、

つ
ね
に
近
代
法
的
規
制
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
政
治
的
権
力

の
交
替
の
具
体
的
内
容
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
の
土
地
関
係
に
あ
っ
て
、
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
は
、
な
に
よ
り
も

こ
れ
ま
で
通
り
の
小
作
料
が
獲
得
で
き
る
法
的
地
位
が
承
認
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
法
的
形
態
を
と
っ
て
実
現
さ
れ
て
も
、

(
3
)
 

ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。
し
か
し
、
地
主
に
と
ヮ
て
い
え
ば
、
地
租
改
正
に
よ
り
て
、
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
が
法
認
さ
れ
た
こ
と
は
、

土
地
に
賦
課
さ
れ
た
貢
租
を
、
土
地
の
耕
作
者
(
小
作
人
)

に
対
し
て
転
化
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
こ
と
は
地
主
の
作
徳
取
得
を
保



証
す
る
定
額
金
納
地
租
に
転
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
の
限
り
で
地
主
の
土
地
関
係
に
お
け
る
経
済
的
地
位
は
強
化

さ
れ
勺
こ
う
し
た
地
券
交
付
が
こ
の
意
味
で
法
的
機
能
を
果
す
限
り
、
地
主
が
明
治
初
年
の
土
地
立
法
の
志
向
す
る
方
向
を
容
認
す
る

こ
と
は
、
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
と
と
は
地
租
改
正
が
明
治
政
府
の
財
政
的
基
盤
を
確
立
す
る
と
い
う
財

政
的
政
策
の
実
現
と
、
政
治
的
権
力
の
支
柱
と
な
る
寄
生
地
主
制
の
道
を
、
切
り
開
く
た
め
の
土
地
改
草
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
な

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
治
政
府
の
こ
の
企
図
と
地
主
の
利
益
と
は
一
つ
に
結
び
つ
き
、
地
主
を
し
て
明
治
政
府
の
政

治
的
権
力
の
側
に
引
き
つ
け
る
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
地
券
に
も
と
づ
く
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
は
、
当
然
に
土
地
売
買
を
通
じ
て
土
地
所
有
の
両
極
分
解
を
進
行
さ
せ
、

寄
生
地
主
制
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
と
に
地
租
改
正
に
上
っ
て
決
定
さ
れ
た
高
率
の
金
納
地
租
負
担
は
、
農
業
経
営
の
ブ
ル
ジ

ョ
ア
的
発
展
を
阻
害
し
、
寄
生
地
主
制
の
成
立
に
拍
車
を
か
け
る
と
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
の
も
と
で
は
、
地
主
の
関
心
は
、
土

地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
的
内
容
に
関
心
が
む
か
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
地
主
は
土
地
に
対
す
る
私
的

所
有
の
法
認
に
反
対
す
る
根
拠
を
、
な
に
一
つ
も
た
な
い
と
理
解
し
た
。
従
っ
て
、
地
主
に
と
っ
て
そ
れ
が
近
代
的
権
利
と
し
て
確
立
さ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
は
、
関
心
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
で
あ
っ
て

も
、
現
実
に
耕
作
を
な
し
て
き
た
農
民
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
土
地
保
有
|
|
耕
作
〈
用
益
〉

に
対
す
る
地
位
i
ー
や
小
作
条
件
に

も
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
も
は
や
農
民
の
耕
作

(用益〉

に
対
す
る
地
位
は
、
法
的
権
限
と
し
て
は
承

認
さ
れ
ず
、
そ
れ
を
法
的
権
限
に
転
化
す
る
た
め
に
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
地
主
日
小
作
人
の
相
対
に
よ
っ
て
小
作
関
係
を
設
定
(
締
結
)

す
る
と
い
う
、
法
的
形
態
を
と
っ
て
の
み
残
存
し
う
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
か
ら
農
民
の
地
券
突
付
に
対
す
る
対
応
関
係

が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
し
た
。
こ
う
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
形
式
に
よ
る
農
民
に
対
す
る
抑
圧
は
、
形
式
的

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一
一一一一



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一
一
四

平
等
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
土
地
所
有
権
が
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
意
味
を
も
た
な
く
と
も
、
私
的
所
有
権
に

す
ぎ
な
い
法
形
式
が
農
民
の
圧
迫
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
法
学
的
考
察
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

法
形
式
か
ら
そ
の
内
容
を
規
定
し
、
そ
れ
の
な
り
た
つ
経
済
的
土
台
か
ら
、
そ
の
内
容
を
規
定
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
法
は
具
体

的
な
社
会
的
存
在
物
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
抽
象
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
法
が
一
君
の
歴
史
的
な
社
会
・
経
済
的
条

件
の
も
と
で
、
は
じ
め
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
一
定
の
歴
史
的
な
発
展
段
階
に
お
け
る
産
物
で
あ
る
事
実
に
よ
っ
て
も

明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
法
の
存
立
の
土
台
H
経
済
的
諸
関
係
に
よ
っ
て
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
確
定
さ
れ
る

こ
と
も
ま
た
当
然
で
あ
匂
明
治
初
年
の
身
分
解
放
法
令
に
は
じ
ま
る
形
式
的
平
等
性
の
宣
言
は
、

一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)
八
月
二
七

日
の
『
地
代
庖
質
諸
奉
公
人
給
金
等
ノ
事
』
(
太
政
官
布
告
第
二
四
O
号
)
に
よ
っ
℃
、
い
わ
ゆ
る
契
約
関
係
に
た
い
し
て
も
『
相
対
示
談
』
の

法
令
的
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

『
諸
奉
公
人
諸
職
人
雇
人
等
給
金
雇
料
ノ
儀
是
亦
自
今
墜
方
共
相
対
ヲ
以
テ
取
極

侯
儀
勝
手
次
第
タ
ル
ヘ
シ
』

(
向
上
第
二
条
)
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
の
社
会
・
経
済
的
条
件
と
結
び
つ
く
限
り
、
そ
こ
で
は

〈

6〉

私
人
聞
の
契
約
関
係
が
日
常
的
な
基
本
的
関
係
と
し
て
存
在
し
え
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
近
代
的

意
味
で
の
契
約
関
係
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
取
引
関
係
に
お
け
る
自
由
・
平
等
と
い
う
形
式
的
平
等
性
の
宣
言
は
、

農
業
に
お
い
て
も
商
品
目
貨
幣
経
済
の
一
層
の
展
開
を
実
現
す
る
た
め
の
法
的
根
拠
を
、
提
供
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ

し

て
、
こ
の
『
相
対
一
示
談
』
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
的
形
式
が
、
現
実
に
は
地
主
H
小
作
人
関
係
を
固
定
化
さ
せ
る
法
的
規
範
と
し
て
定
着

し
、
小
作
人
に
対
す
る
地
主
の
ニ
重
の
圧
力
と
し
て
、
法
的
に
機
能
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
小
作
人
に
対
す
る
二
重
の
庄

力
の
追
加
・
加
重
の
本
質
を
、
現
実
の
農
業
生
産
に
お
け
る
実
態
的
関
係
か
ら
分
析
し
な
い
で
、
も
っ
ぱ
ら
法
形
式
i
|
|
法
の
存
在
形

態
ー
か
ら
把
握
す
る
な
ら
ば
、
重
大
な
誤
謬
に
陥
入
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
勺
明
治
初
年
の
土
地
立
法
の
法
史
的
考
察
に
あ



つ
て
は
、
こ
の
自
由
・
平
等
と
い
う
形
式
的
・
抽
象
的
規
定
は
、
現
実
の
社
会
・
経
済
的
条
件
の
も
と
で
、
地
主
の
利
益
の
た
め
に
具
体

的
内
容
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
従
っ
て
、

一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)
八
月
の
『
地
代
宿
賃
諸
奉
公
人
給
金
等
ノ
事
』

(
太
政
官

布
告
第
二
回

O
号
〉
の
『
相
対
示
談
』
と
い
う
、
法
令
的
根
拠
も
ま
た
こ
の
こ
と
を
実
証
す
る
一
つ
の
素
材
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

F
・エ

γ

ゲ
ル
ス
は
、

『
ブ
ォ
イ
エ
ル
パ
ヅ
ハ
論
』
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
悶
民
的
発
展
の
仕
方
全
体
に
ふ
さ
わ
し
く
、
古
い
封
建
的
な
法
律
の
諸
形
式
の
大

部
分
を
保
存
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
内
容
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
封
建
的
な
名
目
を
直
接
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
意
味

に
す
り
か
え
る
と
と
も
で
き
る
』
(
エ
ン
ゲ
ル
λ

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
岩
波
文
庫
版
七
五
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
法
形
式
の
も
つ
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
形
式
的
な
表
現
形
式
に
よ
っ
て
は
決
定
さ
れ
ず
、
具
体
的
な

社
会
・
経
済
的
条
件
に
も
と
づ
い
て
、
性
的
意
味
と
内
容
と
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
法

規
範
の
も
つ
法
的
機
能
も
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
明
治
初
年
の
土
地
立
法
に
あ
っ
て
も
、
現
実
の
社
会
・
経
済

的
条
件
と
結
び
つ
く
限
り
、
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
的
意
味
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
も

明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
農
民
が
従
来
の
土
地
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
耕
作
(
用
益
)

上
の
地
位
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
自
己
の
土
地

所
有
を
法
認
す
る
こ
と
を
指
向
す
る
闘
争
を
、
展
開
さ
せ
る
以
外
に
は
な
し
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
農
民
の
暴
動
と
し
て
表
現
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
た
農
民
の
反
対
闘
争
は
、
地
租
改
正
と
結
び
つ
く
地
券
交
付
に
対
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
農
民
の
闘

争
の
根
源
は
、
こ
れ
ま
で
封
建
社
会
の
も
と
で
慣
行
化
さ
れ
て
い
た
土
地
関
係
を
無
視
し
て
、
私
的
所
有
の
法
的
権
限
を
一
元
化
し
、
こ

れ
を
強
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
明
治
政
府
は
農
業
に
お
け
る
商
品
H
貨
幣
経
済
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
農

民
聞
に
成
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
保
証
強
化
を
な
し
、
そ
こ
に
土
地
に
対
す
る
所
有
者
を
確
定
し
た
。
と
れ
は
高

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一
一
五



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一
一
六

率
の
金
納
地
租
を
徴
収
す
る
こ
と
の
確
保
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

『
地
租
改
正
報
告
書
』

ハ
明
治
一
四
年
)
に
よ
る

と
、
土
地
所
有
者
の
人
員
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
国
耕
宅
地
所
有
者
は
六
、

O
七
五
、
六
三
七
人
で
、

一
人
当

り
の
所
有
す
る
段
別
は
八
段
一

O
歩
弱
、
地
価
は
二
六
九
円

O
七
銭
五
厘
弱
、
地
租
は
六
円
七
二
銭
七
厘
弱
で
あ
る
。
そ
し
て
全
国
耕
宅

地
の
筆
数
は
八
五
、
四
四
Q
、
O
一
六
筆
で
、

っ
た
。
こ
う
し
て
『
地
租
改
正
』
に
お
け
る
対
象
の
土
地
所
有
者
六
、

O
七
五
、
六
三
七
人
、
附
与
地
券
の
数
は
、
零
細
地
片
を
反
映
し
て
八

一
筆
当
り
の
段
別
は
五
畝
二

O
歩
強
、
所
有
者
一
人
当
り
の
筆
数
は
一
四
筆
二
分
弱
で
あ

五
、
四
四

O
、

O
一
六
筆
(
一
人
当
り
一
四
・
二
築
)
に
上
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
と
こ
ろ
が
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
未
成
熟
で
あ
っ

た
後
進
地
域
で
は
、
絶
対
的
な
土
地
支
配
権
を
附
与
さ
れ
た
地
主
の
選
定
自
体
が
問
題
と
な
っ
た
。
し
か
も
独
占
的
な
土
地
支
配
擦
を
公

認
さ
れ
た
地
主
は
、
こ
れ
を
利
用
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
慣
行
を
破
り
、
高
率
地
程
の
庄
迫
を
小
作
人
に
転
嫁
し
た
。
こ
の
こ
と
は
既
に
述

べ
て
お
い
た
。

か
く
し
て
『
地
租
改
正
』
を
契
機
と
し
て
地
租
負
担
者
た
る
地
主
が
、
高
率
の
現
物
小
作
料
を
収
納
す
る
寄
生
地
主
制
を

確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
農
民
の
対
応
関
係
と
し
て
の
小
作
騒
動
は
、
す
で
に
私
的
所
有
が
法
認
さ
れ
て

い
る
農
業
先
進
地
域
よ
り
も
、
封
建
的
権
力
の
統
制
の
強
力
に
維
持
さ
れ
て
い
た
農
業
後
進
地
域
に
多
く
、
耕
作
農
民
の
抵
抗
形
態
も
一

挨
的
な
も
の
と
し
て
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

一
八
七
一
年
(
明
治
四
年
)
九
月
の
『
田
畑
勝
手
作
リ
』
〈
大
蔵
省
達
第
四
七
号
)
l↓
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)
二
月
の
司
地
所
永
代
売
買
ノ
解

禁
』
(
太
政
官
布
告
第
五
O
号
)
l↓
一
八
七
二
年
〈
明
治
五
年
〉
二
月
の
『
地
所
売
買
譲
渡
一
一
付
地
券
渡
方
規
則
』

〈
大
蔵
省
達
第
二
五
号
)

llv
一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
)

一
月
の
『
地
所
質
入
書
入
規
則
』

〈
太
政
官
布
告
第
一
八
号
)
|
↓
一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
)

七
月
の
『
地

租
改
正
条
例
』

(
太
政
官
布
告
第
二
七
二
号
)
へ
の
一
連
の
法
令
を
通
じ
て
、

明
治
初
年
の
土
地
制
度
の
基
本
的
変
革
に
対
す
る
法
的
措
置

は
完
了
し
た
。
こ
こ
で
は
地
券
発
行
と
い
う
法
形
式
を
利
用
し
て
、
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
が
法
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
他
面
地
租



制
度
は
確
立
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
全
国
領
有
制
の
基
礎
が
破
壊
さ
れ
、
明
治
政
府
の
財
政
的
基
礎
が
整
備
さ
れ
た
。
し
か
し
法
認
さ
れ

た
土
地
所
有
権
の
内
容
は
、
こ
れ
ら
の
諸
法
令
に
よ
っ
て
も
、
き
わ
め
て
陵
昧
で
あ
っ
た
。
地
券
は
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
〉
二
月
の

『
地
所
売
買
譲
渡
ニ
付
地
券
渡
方
規
則
』
(
大
蔵
省
遥
第
二
五
号
)
に
よ
っ
て
『
地
所
持
主
タ
ル
ノ
確
証
』
と
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
こ

(ロ)

で
は
土
地
所
有
権
の
具
体
的
な
内
容
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

地
租
改
正
が
完
了
し
た
後
、

一
八
八
一
年
(
明
治
一
四
年
)
頃
か
ら

の
紙
幣
整
理
は
、
景
気
の
沈
退
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う
し
た
資
本
の
本
源
的
蓄
積
の
急
激
な
進
行
に
対
し
て
、
土
地
所
有
者
は
は
げ
し
い

農
村
の
階
級
分
化
の
進
行
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
八
八
四
年
(
明
治
一
七
年
)
農
商
務
次
官
前
田
正
名
が
、

『
地
券

ヲ
発
行
シ
所
有
権
ヲ
与
へ
タ
ル
ハ
却
テ
父
母
ノ
業
ヲ
破
リ
家
屋
ヲ
失
ハ
シ
メ
タ
ル
ノ
跡
ア
リ
』
(
興
業
意
見
巻
一
一
一

(
日
)

集
成
第
一
八
巻
六
四
ペ
ー
ジ
)
と
な
し
て
い
る
こ
と
で
も
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

明
治
前
期
財
政
経
済
史
料

一
八
八
四
年
(
明
治
一
七
年
〉
一
一
一
月
一
五

日
に
は
、

『
地
租
条
例
』

(
太
政
官
布
告
第
七
号
)
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
)
七
月
二
八
日
の
円
地
租
改

正
条
例
』

(
太
政
官
布
告
第
二
七
二
号
)
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
一
八
八
四
年
〈
明
治
一
七
年
)
一
一
一
月
一
五
日
の
『
地
租

条
例
』

〈
太
政
官
布
告
第
七
号
〉
は
、
土
地
所
有
権
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
明
示
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
土
地
所
有
権
が
法
制
度

上
で
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

F
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
シ
ュ
タ
ル
ン
ベ
ル
ク
宛
の
手
紙
』
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
政
治
的
、
法
律
的
、
哲
学
的
、
宗
教
的
、
文
学
的
、
美
術
的
等
々
の
発
展
は
、
経
済
的
発
展
の
上
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
も
の
す
べ

て
は
、
相
互
の
間
に
も
、
ま
た
経
済
的
土
台
の
上
に
も
、
反
作
用
を
お
よ
ぼ
す
。
そ
し
て
、
経
済
的
状
態
が
原
因
で
、
た
だ
ひ
と
り
能
動
的
で
あ
り
、

他
の
す
べ
て
の
状
態
は
、
た
だ
受
動
的
な
作
用
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
交
互
作
用
は
究
極
に
お
い
て
つ
ね
に
自
己
を
つ
ら
ぬ
い
て
遂
行
す

る
と
こ
ろ
の
経
済
的
必
然
の
上
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
:
・
:
:
:
経
済
的
状
態
が
自
動
的
に
作
用
し
て
い
く
の
で
は
な
く
て
、
人
間
自
身
が

み
ず
か
ら
そ
の
歴
史
を
作
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
だ
が
、
経
済
的
関
係
は
た
と
え
他
の
政
治
的
な
ら
び
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
関
係
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一
一
七



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一
一
八

と
は
い
っ
て
も
、
し
か
し
究
極
に
お
い
て
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
っ
こ
れ
を
た
ど
っ
て
の
み
理
解
に
み
ち
び
か
れ
る
と
こ
ろ
の
、

い
糸
を
な
す
も
の
で
あ
る

ι
(同
上
)

一
貫
し
た
赤

と
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
地
券
に
表
現
さ
れ
て
い
る
、
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
の
法
認
の
具
体
的
内
容
を
、
法
制
度
の
条
文
解
釈
に

求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
の
解
明
を
、
農
業
生
産
に
お
け
る
実
態
的
関
係
か
ら
分
析
し

ょ
う
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
明
治
初
年
以
降
の
旧
民
法
典
の
編
纂
過
程
で
は
、
土
地
所
有
権
も
所
有
権
一
般
に
包
括
さ
れ
る
統
一
的
規
定

と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
土
地
を
財
産
の
構
成
部
分
と
し
、

し
か
も
不
動
産
と
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
産
と
と
も
に
、
財
産

日
『
物
』
と
い
う
法
的
概
念
に
よ
っ
て
統
轄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
旧
民
法
編
纂
に
と
っ
て
重
要
な
役
割

を
果
し
た
ボ
ア
ソ
ナ

l
ド
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
第
七
条
(
物
品
ハ
其
ノ
性
質
一
一
因
リ
又
ハ
所
有
者
ノ
定
メ
タ
ル
用
港
一
一
因
リ
又
ハ
法
律
上
ノ
規
定
-
一
因
リ
移
転
ス
ル
ヲ
得
ル
ト
否
ト
ニ
従
ヒ
動
産

又
ハ
不
動
産
ト
ス
l
i
B引
用
者
)
ニ
記
ス
ル
所
ノ
動
産
不
動
産
ノ
区
別
ハ
自
然
旦
ツ
必
要
ナ
ル
区
別
ニ
シ
テ
何
レ
ノ
国
ニ
於
テ
モ
成
立
ス
ル
者
ナ
リ
概

シ
テ
比
区
別
ハ
自
然
-
一
生
ス
ト
難
モ
復
タ
人
ノ
定
メ
タ
ル
用
法
又
ハ
法
律
ノ
定
則
エ
函
リ
生
ス
ル
ナ
リ
:
:
:
素
ト
物
品
ノ
移
転
ス
ル
ヲ
得
ル
ト
否
ラ
サ

ル
ト
ユ
従
ヒ
物
日
間
ノ
要
用
ノ
度
一
一
区
別
ヲ
立
ル
ハ
奇
怪
ノ
事
ノ
如
シ
ト
雄
モ
鑑
定
人
ヲ
置
キ
一
々
一
物
口
問
ノ
価
ヲ
評
γ
テ
其
要
用
ノ
度
ヲ
定
ム
ル
ハ
決
シ

テ
行
ハ
ル
可
キ
事
ニ
非
ザ
ル
ヲ
以
テ
先
ツ
概
シ
テ
価
ノ
貴
キ
物
品
ナ
ル
不
動
産
ト
概
シ
テ
価
ノ
賎
シ
キ
物
品
ナ
ル
動
産
ト
ヲ
区
別
セ
リ
:
:
:
概
シ
テ
不

動
産
ノ
大
切
ナ
ル
事
ハ
人
ノ
自
然
一
一
知
ル
所
ナ
リ
何
ト
ナ
レ
ハ
動
産
ヲ
購
求
ス
ル
一
一
当
リ
其
原
因
-
一
遡
リ
テ
元
ト
何
人
ヨ
リ
出
シ
事
ナ
ル
ヤ
ヲ
採
ル
者

ナ
シ
ト
雌
モ
不
動
産
ヲ
購
求
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
能
グ
其
原
因
ヲ
札
シ
而
ル
後
初
メ
テ
其
授
受
ヲ
為
ス
可
ケ
レ
ハ
ナ
リ
是
レ
不
動
産
ノ
大
切
ナ
ル
一
証
ナ

リ
:
:
:
如
此
不
動
産
ハ
切
要
ナ
ル
者
一
一
シ
テ
他
人
ノ
其
授
受
ヲ
知
ル
ヲ
要
ス
ル
カ
故
一
一
仏
国
ニ
於
テ
公
示
即
チ
公
血
口
法
ヲ
設
ケ
或
ル
官
署
ノ
簿
冊
ニ
其

授
受
ヲ
登
記
シ
以
テ
公
ケ
ニ
公
衆
ノ
縦
覧
ヲ
許
ス
ト
難
モ
動
産
ユ
就
テ
ハ
公
告
法
ヲ
設
ケ
ス
:
・
:
・
』
(
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
氏
起
稿
民
法
草
案
財
産
篇
講
義

付
物
権
之
部
司
法
省
明
治
一
三
年
二
一
月
五

O
i五
二
ペ
ー
ジ
)

こ
こ
で
は
物
H

物
品
と
い
う
基
本
的
構
成
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の

物
は
商
品
と
し
て
そ
の
形
態
的
・
機
能
的
差
異
を
捨
象
し
て
、
そ
の
使
用
価
値
に
か
か
わ
り
な
く
、
交
換
価
値
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い



る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
に
対
応
し
た
も
の
と
し
て
、
所
有
権
規
定
も
法
的
に
概
念
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
旧
民
法
編
纂
に
あ
っ
て

は
、
所
有
権
一
般
に
こ
の
土
地
所
有
権
も
統
一
さ
れ
、
そ
う
し
た
視
点
で
規
定
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
土
地
所
有
権
も
ま
た

近
代
的
所
有
権
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
初
年
に
お
け
る
土
地
所
有
権
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た

法
的
思
考
を
導
き
出
す
物
質
的
条
件
は
、
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
土
地
も
ま
た
財
産
と
し
℃
所
有
権
一
般
の
対
象
に
引

き
上
げ
ら
れ
、
所
有
権
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
『
物
』
を
た
ん
な
る
物
品
〈
財
産
)

一
般
か
ら
区
別
し
た
法
的
思

考
の
う
ち
に
、
観
念
的
に
固
定
化
さ
れ
る
法
的
な
概
念
構
成
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
法
の
基
礎
的
範
時
を
な
す

所
有
権
概
念
の
構
築
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

近
代
法
の
も
と
で
は
、
所
有
権
は
社
会
的
事
実
と
し
て
の
『
物
』
に
対
す
る
支
配
権
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
支
配
権

は
『
物
』
に
対
す
る
利
用
を
自
己
に
帰
属
さ
せ
る
事
実
に
も
と
づ
い
て
、
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
る
法
的
な
地
位
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
所
有
権
の
存
在
は
、
近
代
法
白
体
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
土
地
所
有
は
土
地
に
対
す
る
利

用
が
、
白
己
に
帰
属
す
る
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
、
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
土
地
所
有
と
土
地
所
有
権
の
差
呉
と
近
似

と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
川
島
武
宣
教
授
は
『
近
代
社
会
と
法
』

(
岩
波
書
庖

一
九
五
九
年
一
月
)
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
と
こ
ろ
で
、
そ
の
支
配
が
所
有
の
主
体
者
の
み
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
現
実
的
な
支
配
事
実
そ
の
も
の
を
こ
え
る
他
の
関

係
は
存
し
な
い
の
で
あ
り
、
所
有
は
全
く
現
実
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
物
玄
配
が
主
体
者
の
み
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
主
体
者
を

こ
え
る
と
こ
ろ
の
佐
会
酔
な
承
認
、
社
会
か
な
保
障
を
う
け
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
主
体
の
支
配
は
、
か
れ
の
な
す
現
実
の
支
配
を
こ
え

る
骨
か
骨
骨
と
し
て
も
存
在
す
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
う
し
て
、
こ
の
社
会
的
関
係
は
現
実
的
な
支
配
者
の
支
配
の
背
後
に
し
り
ぞ
き
、
一
応
、
自
に
見

え
な
い
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
観
念
的
な
支
配
の
実
態
を
な
す
現
実
の
社
会
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
所
有
の
観
念
性
の
歴
史
的
成
立
の
た
め

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一
一
九



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一二

O

に
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
条
件
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
い
て
は
、
所
有
関
係
に
お
い
て
所
有
主
体
と
、
こ
れ
を
こ
え

た
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
と
こ
ろ
の
社
会
と
の
分
化
が
必
要
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
が
そ
の
所
有
主
体
の
支
配
を
「
社
会
的
に
」

維
持
し
保
障
す
る
必
然
性
か
つ
可
能
性
を
有
す
る
ζ

と
、
が
必
要
で
あ
る
』
(
向
上
一
一
四
一

t
二
回
二
ペ
ー
ジ
〉

と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
明
治
初
年
に
お
い
て
は
す
で
に
理
解
し
た
よ
う
に
、
所
有
権
を
観
念
的
に
把
握
で
き
る
一
般
的
な
社
会
・
経
済

的
条
件
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
土
地
所
有
権
は
所
有
主
体
に
よ
っ
て
充
全
的
な
利
用
が
、
社
会
的
に
承
認
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い

な
か
っ
た
。
明
治
初
年
の
土
地
立
法
は
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
所
有
主
体
に
よ
る
利
用
を
社
会
的
に
承
認
し
、
そ
れ
を
社
会
的
に
保
障
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
逆
転
し
た
意
味
に
お
い
て
、
土
地
に
対
す
る
支
配
が
所
有
主
体
を
こ
え
る
他
の
関
係
と
し

て
強
制
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
明
治
初
年
の
土
地
立
法
は
、
そ
の
法
史
的
考
察
に
よ
ヮ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
封
建
的
領
主
制
か
ら

の
解
放
と
、
単
独
所
有
制
の
法
認
を
志
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
法
史
的
発
展
が
、
近
代
的
所
有
権
の
確
立
の
前
提
条
件
と
な

る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
近
代
的
土
地
所
有
権
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
土
地
所
有
に
対
す
る
種
々
の
制
限
解
除
が
、
土
地
に

に
対
す
る
用
益
(
利
用
)
か
ら
も
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
資
本
主
義
的
生
産
に
あ
り
て

は、

K
・
マ
ル
ク
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
土
地
所
有
権
は
所
有
権
一
般
か
ら
区
別
さ
れ
る
特
質
を
も
っ
て
い
る
。

K
・
マ
ル
ク
ス

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
土
地
所
有
た
る
も
の
は
、
或
る
一
定
の
発
達
段
階
に
達
す
る
と
資
本
側
生
産
方
法
の
立
場
か
ら
見
て
も
無
用
且
つ
有
害
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る

と
い
う
点
で
、
他
の
種
類
の
所
有
か
ら
区
別
さ
れ
る
』
〈
資
本
論
第
三
巻
下
二
ハ
三
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
資
本
主
義
的
生
産
の
も
と
で
は
、
近
代
的
土
地
所
有
権
が
強
大
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
土
地
に
対
す
る
私
的

独
占
が
、
資
本
主
義
的
農
業
生
産
に
と
っ
て
は
圧
迫
ど
な
ら
ぎ
る
を
え
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
限
り
で
、

K
・
マ
ル
ク
ス
は
近
代
的
土
地

所
有
権
が
資
本
主
義
的
生
産
に
と
っ
て
『
無
用
の
癌
』
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

K
・
マ
ル
ク
ス
は
土
地
所
有
権
が
近
代
的



所
有
権
一
般
と
し
て
法
的
に
保
護
さ
れ
る
の
は
、

つ
ぎ
の
理
由
に
よ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
こ
の
よ
う
に
本
来
価
値
の
な
い
自
然
物
の
占
取
で
あ
る
土
地
所
有
権
が
独
立
の
財
産
権
と
し
て
法
的
保
障
を
受
け
る
の
は
、
資
本
の
私
的
所
有
権

が
私
的
所
有
権
一
般
と
し
て
法
的
構
成
さ
れ
る
こ
と
の
反
射
に
す
ぎ
な
い
。
右
に
の
べ
た
よ
う
に
土
地
価
格
は
地
代
の
前
払
に
す
ぎ
ず
、
土
地
の
購
入

に
投
下
さ
れ
た
資
本
は
、
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
は
利
子
を
生
む
資
本
で
あ
っ
て
も
、
農
業
資
本
家
に
と
っ
て
は
不
生
産
的
な
投
資
に
す
ぎ
ず
機
能
資

本
を
そ
れ
だ
け
減
ら
す
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
資
本
主
義
社
会
で
は
機
能
資
本
と
土
地
所
有
と
の
分
離
を
前
提
と
し
て
、
土
地
所
有
の
自
己
経
営
を
原
則

と
し
て
排
除
す
る
』
(
資
本
論
日
向
坂
逸
郎
訳
二
三
五
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
資
本
主
義
生
産
の
も
と
で
は
、
土
地
ば
地
代
を
生
み
出
す
源
泉
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
土
地
も
ま
た
商

フ
Z

へ
ウ
エ
ル
テ
y

品
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

K
・
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
地
代
を
『
土
地
所
有
が
経
済
的
に
自
己
を
実
現
、
利
用
す
る
と
こ
ろ
の
形
態
』

(
円
資
本
論
』
長
谷
部
訳

第
三
部
第
四
分
冊

一
九
ペ
ー
ジ
〉
と
な
し
て
い
る
。
従
ヮ
て
土
地
所
有
権
を
現
実
的
な
土
地
に
対
す
る
利
用
と
い

う
社
会
的
事
実
か
ら
認
識
す
る
に
は
、
ま
ず
土
地
に
対
す
る
利
用
権
H
用
益
権
の
法
認
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
土
地
に
対
す
る

利
用
権
H
用
益
権
を
媒
介
と
し
℃
、
は
巴
め
て
土
地
所
有
権
が
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
近
代
的
土
地
所
有
権
は
、
地
代
を
生
み
出
す
源

泉
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
土
地
に
対
す
る
利
用
関
係
は
第
二
次
的
意
義
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
。
明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
は
、

こ
う
し
た
土
地
に
対
す
る
利
用
(
用
益
〉
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
近
代
的
土
地
所
有
権
に
お
げ
る
よ
う
に
、
土

地
に
対
す
る
利
用
関
係
が
第
二
次
的
意
義
を
な
し
て
い
・
な
か
っ
た
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
佐
賀

を
、
近
代
的
所
有
権
と
し
て
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
私
的
所
有
権
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

(

1

)

福
島
正
夫
地
租
改
正
の
研
究
有
斐
閣
一
九
六
二
年
二
月
一
一
一
一
一
九

i
二
四
0
ペ
ー
ジ
。

ハ
2
〉
丹
羽
邦
男
明
治
維
新
の
土
地
変
革
(
近
代
土
地
制
度
史
研
究
叢
書
第
二
巻
)
お
茶
の
水
書
一
房

(
3
〉
木
村
荘
之
助
臼
本
小
作
制
度
論
上
巻
叢
文
閣
一
九
三
六
年
九
月
四
五
六
ペ
ー
ジ
。

(
4
)
丹
羽
邦
男
地
租
改
正
と
農
業
構
造
の
変
化
構
西
光
速
編
日
本
経
済
史
大
系
〈
第
五
巻
〉
東
京
大
学
出
版
会

一
九
六
二
年
二
月

二
六

0
ペ
ー
ジ

一
九
六
五
年
一
月

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一一一一一

六
五
ペ
ー
ジ
。

(

5

)

浅
井
敦
日
本
に
お
け
る
社
会
主
義
法
研
究
の
課
題
法
律
時
報
三
八
巻
二
一
号
一
九
六
六
年
一
一
月

〈
6
)
熊
谷
間
作
日
本
近
代
法
の
成
立
法
律
文
化
社
一
九
五
五
年
六
月
五

0
1五
一
ペ
ー
ジ
。

(

7

)

平
野
義
太
郎
日
本
資
本
主
義
社
会
の
機
構
岩
波
書
活
一
九
三
四
年
四
月
二
三
一
ペ
ー
ジ
。

(

8

)

農
民
の
反
対
闘
争
に
つ
い
て
は
、
前
項
(
十
、
地
券
制
度
に
対
す
る
農
民
の
対
応
関
係
)
で
例
示
し
て
お
い
た
(
立
教
経
済
学
研
究
第
二
二
巻

三
号
一
一
一
二
ペ
ー
ジ
以
下
〉
か
ら
参
照
し
て
下
さ
い
。
そ
の
ほ
か
一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
)
一
二
月
福
井
県
犬
野
・
今
立
・
坂
井
コ
一
郡
の
『
地
券

調
書
焼
却
破
壊
』
〈
録
二
四
三
ペ
ー
ジ
)
、
一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
)
五
月
の
向
山
県
(
美
作
国
)
の
『
地
券
不
奉
服
』
(
録
二
四
三
ペ
ー

ジ
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
o

こ
れ
ら
の
農
民
闘
争
に
つ
い
て
、
平
野
義
太
郎
氏
は
『
日
本
資
本
主
義
社
会
の
機
構
』
(
岩
波
書
広
一
九
三
四
年
四

月
)
の
な
か
で
『
小
農
民
は
地
券
を
得
た
後
に
地
組
の
過
重
を
慮
っ
て
、
実
地
の
土
地
よ
り
小
さ
く
申
告
し
た
か
ら
、
僅
少
の
土
地
よ
り
与
え
ら
れ

ず
し
た
が
っ
て
貧
農
、
小
地
主
た
る
自
作
農
が
地
券
を
承
諾
し
な
い
に
因
を
発
す
る
も
の
、
多
く
は
地
程
の
過
重
、
地
券
税
と
む
す
び
っ
く
』
(
向

上
一
一
一
五
ペ
ー
ジ
)
と
さ
れ
て
い
る
。

(

9

)

明
治
財
政
史
編
纂
会
編
明
治
財
政
史
第
五
巻
丸
善
株
式
会
社
一
九

O
四
年
一
一
月
一
一
一
八
一
ペ
ー
ジ
。

(
日
〉
関
順
也
明
治
維
新
と
地
租
改
正
ミ
ネ
ル
バ
書
房
一
九
六
六
年
九
月
一
一
一
一
一
七
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
丹
羽
邦
男
明
治
維
新
と
土
地
変
革
(
近
代
土
地
制
度
史
研
究
叢
書
第
二
巻
)
お
茶
の
水
書
房
一
九
六
二
年
二
月

(
立
〉
石
井
良
助
編
明
治
文
化
史
2
洋
々
社
一
九
五
四
年
八
月
五
六
四
、
{
五
六
五
ペ
ー
ジ
。

(
日
〉
福
島
正
夫
日
本
資
本
主
義
と
「
家
」
制
度
東
京
大
学
出
版
会
一
九
六
七
年
三
月
一
六
三
ペ
ー
ジ
o

〈
U
)
甲
斐
道
太
郎
土
地
所
有
権
の
近
代
化
有
斐
閣
一
九
六
七
年
一
二
月
四
七
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
甲
斐
道
太
郎
土
地
所
有
権
の
近
代
化
有
斐
閣
一
九
六
七
年
三
月
四
七
ペ
ー
ジ
。

二
五
ペ
ー
ジ
。一

四
九
ペ
ー
ジ
。

む

す

ぴ

明
治
初
年
の
土
地
立
法
に
よ
っ
て
、
土
地
に
対
す
る
所
有
権
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
地
券
制
度
と
結
び
つ
い
て
、
地



券
の
も
つ
法
的
機
能
と
し
て
現
実
に
し
め
さ
れ
る
。
地
券
制
度
は
地
租
改
正
の
完
了
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
地
券
の

も
つ
法
的
機
能
は
、
地
券
書
換
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
要
件
と
し
て
発
展
す
る
。
こ
れ
は
一
八
八
六
年
(
明
治
一
九
年
)
八
月
の
『
登
記
法
』

(
法
律
第
一
号
)
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
地
券
に
よ
る
土
地
所
有
の
法
認
は
、

一
八
九

O
年
ハ
明
治
二
三
年
〉
の
旧
民
法
の
所

有
権
規
定
と
し
て
、

一
般
的
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
旧
民
法
の
土
地
所
有
権
規
定
は
、
日

本
民
法
典
論
争
に
よ
っ
て
、
そ
の
施
行
が
無
期
延
期
さ
れ
た
後
、

一
八
九
六
年
(
明
治
二
九
年
)
の
明
治
民
法
に
引
き
つ
が
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
明
治
民
法
の
土
地
所
有
権
規
定
が
、
日
本
の
土
地
関
係
を
規
定
す
る
一
般
的
な
法
的
基
準
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
明
治
民
法
の
土
地
所
有
権
は
、
所
有
権
一
般
の
規
定
の
法
的
構
成
の
も
と
に
包
括
さ
れ
る
法
的
規
定
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
土
地
に
対
す
る
具
体
的
な
所
有
権
規
定
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
と
の
こ
と
は
法
形
式
に

於
て
把
え
る
か
ぎ
り
、
土
地
所
有
権
が
所
有
権
一
般
の
規
定
と
同
一
の
法
的
概
念
に
従
ヮ
て
、
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
結
論
に
到

達
せ
ざ
る
を
え
な
く
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
民
法
に
あ
っ
て
も
、
土
地
所
有
権
に
関
す
る
限
り
、
な
お
土
地
所
有
権
を

私
的
所
有
権
と
し
て
規
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
土
地
所
有
権
を
近
代
的
土
地
所
有
権
と
し
て
規
定
し
う
る

一
鰻
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
明
治
民
法
の
土
地
所
有
権
の
近
代
法
的
形
式
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
法
的
関
係
に
還
元
さ
れ
て
い
る
現
実
の
社
会
関
係
が
、
土
地
所
有
権
を
近
代
的
土
地
所
有
権
と
し
て
は
な
し
え
な
か
ヮ
た
こ
と
を

し
め
し
て
い
る
。
土
地
所
有
権
は
、
近
代
的
土
地
所
有
権
と
し
て
は
展
開
し
な
か
っ
た
が
、
外
部
か
ら
近
代
的
土
地
所
有
権
と
い
う
法
的

な
観
念
的
形
態
を
移
殖
し
よ
う
と
な
し
た
。
こ
れ
は
寄
生
的
地
主
制
の
も
と
で
、
地
主
H
農
民
(
小
作
人
)
の
関
係
に
対
し
て
、
二
重
の

抑
圧
と
強
制
を
加
え
る
法
的
手
段
と
し
て
、
利
用
さ
れ
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
う
し
て
日
本
資
本
主
義
の
発
展
に
よ
っ
て
、

一
八
九
六
年

〈
明
治
二
九
年
)
の
明
治
民
法
の
制
定
を
み
た
が
、
こ
の
明
治
民
法
の
土
地
所
有
権
に
対
す
る
法
的
規
定
が
、
近
代
的
所
有
権
と
い
う
法

明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一
一一一一一



明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て

一
二
回

形
式
を
と
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
、
近
代
的
土
地
所
有
権
と
し
て
の
法
的
意
味
を
、
も
ち
え
な
か
っ
た
と
論
断

せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
論
稿
は
、
明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
こ
の
課
題
の
解

明
の
た
め
に
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
近
代
的
土
地
所
有
権
日
私
的
(
資
本
主
義
的
〉
土
地
所
有
権
と
い
う
意
味
で
理

解
し
、
た
ん
な
る
私
的
土
地
所
有
権
と
を
厳
密
に
区
別
し
て
お
く
こ
と
を
、
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
明
治
初
年

の
土
地
立
法
に
し
め
さ
れ
て
い
る
法
的
事
実
に
も
と
づ
い
て
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
明
治
初
年
の
土
地
所
有
権
の
法
的
意
味
を
解
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
厳
密
な
法
的
概
念
の
確
定
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
法
学
説
上
の
論
争

の
正
し
い
評
価
も
な
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
こ
の
課
題
を
豊
富
に
し
、
学
問
的
に
前
進
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
は
は
な
は
だ
不
充
分
の
も
の
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
明
治
初
年

の
土
地
所
有
権
が
、
ど
の
よ
う
な
法
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
の
課
題
に
一
歩
で
も
接
近
し
う
る
な
ら
ば
、
こ
の
論
稿
の
企
図
は
果
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
こ
の
論
稿
が
す
こ
し
で
も
役
立
っ
た
ら
ば
幸
で
あ
る
。




